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序     文 

 

日本国政府は、イエメン共和国政府の要請に基づき、同国向けの貧困農民支援に係る調査を行う

ことを決定し、独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施しました。 

当機構は、平成 18年 10 月 27日から 11 月 9 日まで調査団を現地に派遣しました。 

調査団は、イエメン共和国政府関係者と協議を行うとともに、現地調査を実施し、帰国後の国内

作業を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つことを

願うものです。 

終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

 

平成 18 年 12 月 

 

 独立行政法人 国際協力機構 

 無償資金協力部長 中川 和夫 
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第１章 調査の概要 

1-1 調査の背景と目的 

(1) 背景 

日本国政府は、1967 年のガット・ケネディラウンド（KR）関税一括引き下げ交渉の一環として成

立した国際穀物協定の構成文書の一つである食糧援助規約 1 に基づき、1968 年度から食糧援助

（以下、「KR」という）を開始した。  

一方、1971 年の食糧援助規約改訂の際に、日本国政府は「米又は受益国が要請する場合には農業

物資で援助を供与することにより、義務を履行する権利を有する」旨の留保を付した。これ以降、

日本国政府は KRの枠組みにおいて、米や麦などの食糧に加え、食糧増産に必要となる農業資機材に

ついても被援助国政府がそれらを調達するための資金供与を開始した。 

1977 年度には、農業資機材の調達資金の供与を行う予算を KR から切り離し、「食糧増産援助

（Grant Aid for the Increase of Food Production）（以下「2KR」という）」として新設した。 

以来、日本国政府は、「開発途上国の食糧不足問題の緩和には、食糧増産に向けた自助努力を支

援することが重要である」との観点から、毎年度 200～300 億円の予算規模で 40～50 カ国に対し

2KR を実施してきた。 

一方、外務省は、2002 年 7 月の外務省「変える会」の最終報告書における「食糧増産援助

（2KR）の被援助国における実態について、NGO など国民や国際機関から評価を受けて情報を公開す

るとともに、廃止を前提に見直す。」との提言を受け、同年 8 月の外務省改革「行動計画」におい

て、「2KR については廃止も念頭に抜本的に見直す。」ことを発表した。 

外務省は、2KR の見直しにあたり国際協力事業団（現独立行政法人国際協力機構、以下「JICA」

という）に対し、2KR という援助形態のあり方を検討するために調査団の派遣（2002 年 11 月～12

月）を指示し、同調査団による「2KR 実施計画手法にかかる基礎研究」の結果も踏まえ、同年 12 月

に以下を骨子とする「見直し」を発表した。 

① 農薬は原則として供与しないこと 

② ニーズや実施体制につきより詳細な事前調査を行い、モニタリング、評価体制を確認した上

で、その供与の是非を慎重に検討すること 

③ 上記の結果、2003 年度の 2KR予算は、対 2002年度比で 60%削減すること 

④ 今後も引き続き、国際機関との協議や実施状況のモニタリングの強化を通じて、2KR のあり

方につき適宜見直しを行うこと 

 

上記方針を踏まえ外務省は、2003 年度からの 2KR の実施に際して、要望調査対象国の中から、予

算額、我が国との 2 国間関係、過去の実施状況等を総合的に勘案した上で供与対象候補国を選定し、

JICA に調査の実施を指示することとした。 

また、以下の三点を 2KR の供与に必要な新たな条件として設定した。 

① 見返り資金の公正な管理・運用のための第三者機関による外部監査の義務付けと見返り資金

の小農支援事業、貧困対策事業への優先的な使用 

② モニタリング及び評価の充実のための被援助国側と日本側関係者の四半期に一度の意見交換

                                            
1 現行の食糧援助規約は 1999 年に改定され、日本、アメリカ、カナダなど７カ国、および EU（欧州連合）とその加

盟国が加盟しており、日本の年間の最小拠出義務量は小麦換算で 30万トンとなっている。 
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会の制度化 

③ 現地ステークホルダー（農民、農業関連事業者、NGO 等）の 2KRへの参加機会の確保 

 

2006 年度については、供与対象候補国として 19 カ国が選定され、その全てに調査団が派遣され

た。調査においては、ニーズ、実施体制、要請の具体的内容及び根拠、ソフトコンポーネント協力

の必要性、技術協力との連携可能性等について従来以上に詳細な情報収集、分析を行うとともに、

国際機関、NGO、資機材取扱業者等の広範な関係者から 2KR に対する意見を聴取することとし、要請

内容の必要性及び妥当性にかかる検討を行った。 

 

なお、日本政府は、世界における飢えの解消に積極的な貢献を行う立場から、食糧の自給に向け

た開発途上国の自助努力をこれまで以上に効果的に支援して行くこととし、これまでの経緯と検討

を踏まえ、2005 年度より、食糧増産援助を「貧困農民支援」に名称変更し、裨益対象を貧困農民、

小農とすることを一層明確化することを通じ、その上で、食糧生産の向上に向けて支援する方針で

ある。 

 

(2) 目的 

本調査は、イエメン共和国（以下、「イ」国という）について、2006 年度の 2KR 供与の可否の検

討に必要な情報・資料を収集し、要請内容の妥当性を検討することを目的として実施した。 

 

1-2 体制と手法 

(1) 調査実施手法 

本調査は、国内における事前準備、現地調査及び国内作業から構成される。 

現地調査においては、「イ」国政府関係者、農家、国際機関、NGO、資機材配布機関／業者等との

協議、サイト調査、資料収集を行い、「イ」国における 2KR のニーズ及び実施体制を確認するとと

もに、2KR に対する関係者の評価を聴取した。国内作業においては、現地調査の結果を分析し、要

請資機材計画の妥当性の検討を行った。 

 
(2) 調査団構成 

総括 小森 正勝 独立行政法人国際協力機構 エジプト事務所 次長 

実施計画 田辺 修 (財)日本国際協力システム 
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(3) 調査日程 

 日程（曜日） 小森団長 田辺団員 宿泊 

1 10 月 27 日 金  
羽田  19:50 発 JL1317 
関空  21:05 着  
    23:15 発 JL5099 

機中泊 

2  28 日 土  

ドバイ 05:00 着  
    07:05 発 EK961 
サナア 08:50 着 
13:00 農業灌漑省表敬、協議 
15:00 在イエメン日本国大使館協議 

サナア 

3  29 日 日  
09:00 農業灌漑省との協議 
12:30 農業サービス公社との協議 

サナア 

4  30 日 月  

09:00 農業協同組合連合との協議 
10:30 農業協同組合信用銀行との協議 
11:30 農業資機材組合との協議 
13:00 農業灌漑省との協議 

サナア 

5  31 日 火  
09:00 農業灌漑省との協議 
09:30 FAO との協議 
11:00 農業機械ディーラー4社訪問 

サナア 

6 11 月 1 日 水  
サイト調査（ダマール） 
農業事務所、ジャガイモ種子公社、種子
増殖公社、農業協同組合等訪問 

サナア 

7  2 日 木  
サイト調査（ホデイダ） 
11:00  ティハマ開発公社 
13:00 農業サービス公社倉庫視察 

ホデイダ 

8  3 日 金 カイロ 22:20 発 MS691 
サイト調査（ホデイダ） 
3戸の農家訪問インタビュー 

サナア 

9  4 日 土 

サナア 02:20 着  
10:00 農業灌漑省協議 
11:30 農業機械ディーラー1社訪問 
13:00 アフターセールスサービスエージェント協議 

サナア 

10  5 日 日 

09:00 農業灌漑大臣表敬 
10:00 農業灌漑省副大臣表敬、協議 
11:30 計画国際協力省表敬、協議 
12:30 農業灌漑省協議 

サナア 

11  6 日 月 
09:00 農業灌漑省ミニッツ協議 
11:00 世銀との協議 
13:00 農業灌漑省ミニッツ協議 

サナア 

12  7 日 火 
09:00 ミニッツ署名 
11:00 在イエメン日本国大使館報告 

サナア 

13  8 日 水 
サナア 10:45 発 IY602 
カイロ  12:45 着  

サナア 10:15 発 EK962 
ドバイ 13:45 着 

ドバイ 

14  9 日 木  

ドバイ 02:50 発 JL5090 
関空  16:40 着 
    18:30 発 JL1316 
羽田  19:40 着 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

(4) 面談者リスト 

1）在イエメン日本国大使館 

石井 祐一 特命全権大使 

山口 又宏 参事官 

服部 陽二 一等書記官 

Mr. Mosour Al-Shamiri Economic Assistant 

 

2) 農業灌漑省 (Ministry of Agriculture and Irrigation) 

Dr. Galal Ibrahim Fakirah Minister 

Mr. Eng. Abdulmalik A Al-Arashi Deputy Minister 

Mr. Eng. Abdulmalik Al-Thawr General Director of Planning and Monitoring 

Mr. Jamal Al-Sayari Director for Japan’s Grant Assistance Program 

Mr. Abdurabh A. Al-Rawhani Person in charge for Japan’s Grant Assistance  

 Program 

 

3) 計画国際協力省 (Ministry of Planning & International Cooperation) 

Mr. Hisham Sharaf Abudulla Deputy Minister for International Cooperation 

Mr. Omar A. Abdulghani General Director, Bilateral Cooperation with  

 the States of Asia & Australia 

Mr. Fadhl Abbas M. Al-Wazir Director, Bilateral Cooperation with the States  

 of Asia & Australia  

 
4) 農業サービス公社（Pubic Corporation for Agricultural Services） 

Mr. Eng. Abdullah M. Ba-Asher General Manager 

Mr. Amin Hassan Ali Engineer 

Mr. Abdullah Kan Al-Sarh  Manager of Hodeidah Branch 

 
5) 農業協同組合連合（Agriculture Cooperative Union） 

Mr. Saleh Mohssen Al-Jomaai Head of Financial & Administrative Directorate 

 

6) 農業協同組合連合農業資機材組合（Agriculture Cooperative Union, General Cooperative 

Association for Agricultural Inputs） 

Mr. Mohamed Aid Al-Nuseiri Chairman 

Mr. Saleh A. Ja’arah Financial Officer of GCAAI 

 
7) 農業協同組合信用銀行（Cooperative & Agricultural Credit Bank）  

Mr. Mohammed A. Taki Assistance General Manager 

 

8) ダマール州農業事務所（Agriculture Office in Dhamar） 

Mr. Ali Mohammad Director General 
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9) ジャガイモ種子公社（Potato Seed Company） 

Mr. Ali Al-Rawdi Deputy Manager 

 

10) 種子増殖公社（General Seed Multiplication Corporation） 

Mr. Abdul Basil Al Agbari Deputy Manager 

 

11) ティハマ開発公社（Tihama Development Authority） 

Mr. Sakkaf A. Al-Sakkaf General Manager 

 

12) FAO 

Dr. Hashim Gamal A-Shami Representative in Yemen 

 

13) 世銀サナア事務所 

Mr. Jamal Abdulla Abdulaziz Procurement Specialist 
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第 2 章  当該国における農業セクターの概況 

2-1 農業セクターの現状と課題 

(1)  「イ」国における農業セクターの位置づけ 

農業は、「イ」国の主要産業となっており、表 2-1に示すとおり、2000 年から 2003 年において

も毎年国内総生産（GDP）の 22％以上が農業分野（林業及び水産業を含む）により生産されたもの

であり、サービス業に次ぐ主要産業となっている。 

 

表 2-1 産業別国内総生産（GDP）の割合 

 

 

 

 

 

（出典：Country Profile 2005, The Economic Intelligence Unit） 

 

また、総人口 2,001.00 万人（2003 年）のうち、約 74％の国民にとっての主要な収入源が農業

であり（貧困削減のための第三次社会経済開発 5 ヵ年計画（2006-10））、全労働人口の 47％が農

業に従事している（FAOSTAT 2006）。輸出に関しても、近年では、非石油製品輸出の約 70％を農

業産品が占めている。表 2-2に「イ」国の製品別輸出金額を示す。 

 

表 2-2 製品別輸出実績 

（単位：YR 1,000,000） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：Country Profile 2005, The Economic Intelligence Unit） 

 

このように、農業は国民の生活に密接に係わっているとともに、「イ」国経済における重要性

も高い。 

 

(2) 自然条件と農業の概況 

「イ」国の国土面積は 5,279.70 万 ha であり、そのほとんどが高原地帯又は丘陵地帯となって

2000年 2001年 2002年 2003年
農林水産業 22.9% 23.3% 22.6% 22.4%
鉱業 16.5% 16.0% 15.4% 15.1%
建設業 2.2% 2.1% 2.1% 2.1%
電気、水道、ガス 1.1% 1.1% 1.1% 1.1%
製造業 7.0% 6.9% 7.0% 7.1%
サービス業 50.3% 50.6% 51.8% 52.2%

1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
食品、畜産品（A) 8,754 12,160 19,419 27,422 29,323
タバコ、飲料品 781 944 831 1,172 2,680
原材料 2,166 2,916 3,927 4,477 4,849
石油製品 337,431 594,891 494,185 504,280 618,541
植物、動物油 612 666 202 285 843
化学製品 836 1,257 1,448 1,769 1,790
加工品 666 663 1,184 837 1,028
機械運輸機器 966 892 1,114 1,234 1,305
その他製品 271 347 314 365 283

合計 352,483 614,736 522,624 541,841 660,642
非石油製品合計（B) 15,052 19,845 28,439 37,561 42,101

うち食品、畜産品の割合（A/B) 58.2% 61.3% 68.3% 73.0% 69.6%
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おり、平坦地は西部の紅海沿岸と南部のアデン港周辺のみである。図 2-1 に｢イ｣国の標高図を示

す。  「イ」国の耕地面積は 153.70 万 ha（FAOSTAT 2006）と国土の 3％弱を占めるに過ぎない

が、変化に富む地勢・気候を利用し、穀物、野菜、果樹等多様な作物の栽培を行っている。 

図 2-1 「イ」国の標高図 

（出典:2004 年度食糧増産援助現地調査報告書） 

 

 地域ごとに見ていくと、紅海沿岸に位置するティハマ平原と南部の海岸平坦地は熱帯に属し、

年平均気温は 30℃を超えるが、気温の年格差が大きい。年間降雨量は上限で 400 ㎜程度であり、

熱帯とはいえ降雨量はそれほど多くない。ティハマ平原は、紅海岸から幅 30～60km、南北に

400km と総面積約 2 百万 ha の広さを有するが、降雨量が少ない上に降雨の時期や場所に規則性が

ないため、農業においては、水の確保が最も重要な課題となっている。これらの地域では、山間

部の降雨を有効に活用するため、涸れ川（ワジ）を堰き止めて小規模ダムや貯水池を建設し、灌

漑用水路を整備するなど灌漑システムの改善や拡充を図っており、国内でも有数の穀物、野菜、

果樹の生産地帯となっている。 

ティハマ平原の東側は丘陵・山岳地帯に接し、標高 200m から 1,500m までの西部丘陵地帯、そ

して標高 1,500m を超える中央高原地帯（首都サナアは標高約 2,300m）と続く。これらの地帯は熱

帯・亜熱帯及び温帯に属し、年間降雨量は 300mm から 1,200mm 程度と比較的多いため、主に天水

を利用した穀物、野菜、果樹の生産地帯となっている。 

 一方、東部は緩やかな傾斜の北東部・東部砂漠高原地帯で、年間降雨量 60mm から 200mm 程度の

乾燥地帯であり、作物の栽培には適していないが、地下水を利用した灌漑農業のほか、牛、羊、

山羊等の畜産業が盛んな地域である。 

  

(3) 食糧生産・流通状況 

｢イ｣国における主要食糧作物はコムギであり、ホッピィ（同国独特の薄焼きパン）の主原料で

ある。さらに、準主食としてソルガム、ミレット、トウモロコシ、オオムギ、マメ類及びジャガ

イモが食されている。また、ソルガム、ミレット及びオオムギは山羊、鶏、牛等の家畜の飼料と

 
O M A N  

オマ ーン 

0 100 200km

Tihama  P la in  
 (ティハ マ平原) 

S A UD I A R A BIA  
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イン ド洋 
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ア デ ン  
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しても利用されている。 

表 2-3 に主要食糧作物の栽培面積、表 2-4 に単位面積あたりの収量（以下、「単収」という）

及び表 2-5に生産量を示す。 

主要食糧作物の生産は 2001 年に全般的に降水量に恵まれ増加したが、その翌年から減少に転じ

基本的に停滞状態にある。ただし、ソルガムは、2004 年以降、ダムや水路の建設による灌漑施設

の整備による栽培面積の拡大もあり、若干増加に転じている。 

 

表 2-3 主要食糧作物の栽培面積 

（単位：ha）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (出典：｢Agricultural Statistics Year Book 2005｣ 農業灌漑省)    

 

表 2-4 主要食糧作物の単収 

(単位：kg/ha)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典：｢Agricultural Statistics Year Book 2005｣ 農業灌漑省)   

 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

2001年 94,371 379,330 107,951 34,941 41,278 657,871 52,679 17,325

2002年 89,370 330,980 100,191 32,415 40,112 593,068 49,612 17,627

2003年 86,520 295,409 82,627 29,982 37,755 532,293 49,237 17,834

2004年 83,801 428,883 99,341 38,468 34,998 685,491 33,891 16,870

2005年 86,010 429,986 99,737 38,504 34,515 688,752 36,890 17,155

ｺﾑｷﾞ ｿﾙｶﾞﾑ ﾐﾚｯﾄ ﾄｳﾓﾛｺｼ ｵｵﾑｷﾞ 穀物計 ﾏﾒ類 ｼﾞｬｶﾞｲﾓ

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

2001年 1,619 1,008 635 1,442 1,114 1,064 1,216 12,040

2002年 1,474 874 577 1,270 991 944 1,220 11,957

2003年 1,200 720 491 1,095 740 785 1,208 11,962

2004年 1,232 614 668 843 708 715 1,848 11,734

2005年 1,313 613 668 808 614 720 1,622 12,694

ｺﾑｷﾞ ｿﾙｶﾞﾑ ﾐﾚｯﾄ ﾄｳﾓﾛｺｼ ｵｵﾑｷﾞ 穀物計 ﾏﾒ類 ｼﾞｬｶﾞｲﾓ
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表 2-5 主要食糧作物の生産量 

（単位：ｔ）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (出典：｢Agricultural Statistics Year Book 2005｣ 農業灌漑省)    

 

「イ」国民のカロリー摂取割合を見ると、日々の一人当たりの平均カロリー摂取量 2,019kcal/

人日のうち、71％を炭水化物から摂取しており（FAOSTAT 2003）、日本や欧米諸国の 50～54％、

ヨルダンやシリアの 62～64％を大きく上回る。これは、「イ」国民の食生活において、穀物が栄

養面で非常に重要であることを示している。 

次頁の表 2-6 に主要食糧作物の生産及び需給状況を示す。これによると、主要食糧作物のうち

特に重要なコムギの国内生産量は、2000～2004 年平均で国内消費量の約 6％に過ぎず、ほとんど

を輸入に依存していることがわかる。また、トウモロコシについても、約 17％でコムギほどでは

ないが、多くを輸入している。こうしたことからも、食糧の安全保障を図る上で、主要食糧作物

の国内生産量の増大を図ることが「イ」国政府にとって課題となっている。 

一方、ソルガム、ミレット及びジャガイモは比較的安定した国内供給が行われており、若干量

の輸出も行っている。しかしながら、「イ」国の近年の人口増加率は 3％前後で推移しており、人

口増加に伴い国内における食糧の需要も拡大していることから、少なくとも人口増加率を上回る

生産量の増加が求められる。 

なお、オオムギについては、食用として消費されるほか、表中ではバランスとして表示される

量のほとんどが家畜の飼料用として活用されている。また、ジャガイモ等の余剰は翌年度の種子

として利用される。 

 

以上のように、｢イ｣国では人口増加により主要食糧作物への需要が高まる一方、国内生産量は

降雨量の多寡により栽培面積及び単収の年次変動が大きく、安定的な食糧増産を図ることが困難

な状況となっており、全体的に国内消費量の多くを輸入に依存しているのが現状である。 

 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

2001年 152,742 382,495 68,554 50,373 45,977 700,141 64,033 208,597

2002年 131,733 289,296 57,809 41,169 39,753 559,760 60,541 210,769

2003年 103,794 212,780 40,587 32,841 27,935 417,937 59,482 213,324

2004年 103,265 263,428 66,383 32,410 24,791 490,277 62,614 197,958

2005年 112,963 263,691 66,640 31,108 21,189 495,591 59,831 217,759

ｺﾑｷﾞ ｿﾙｶﾞﾑ ﾐﾚｯﾄ ﾄｳﾓﾛｺｼ ｵｵﾑｷﾞ 穀物計 ﾏﾒ類 ｼﾞｬｶﾞｲﾓ
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表 2-6 主要食糧作物の需給状況 2 

         （単位：t）           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典： FAOSTAT） 

 

(4) 農業セクターの課題 

前述したとおり、「イ」国の国土は平坦な土地が少ない。平坦な土地では、比較的広大な農地

を利用し作物を栽培することが可能であるが、こうした地域は雨量が少なく灌漑用水の確保が課

題となっている。逆に丘陵、山岳地帯は雨量の面では恵まれているが、農業用地を確保すること

が困難であり、勾配地を利用し小規模な農地で作物を栽培する風景が見られる。 
全国的に見ると、「イ」国の農業において現在最も大きな課題は、灌漑用水の確保であり、そ

のために国家をあげてダムや水路との整備といった灌漑プロジェクトを実施しているところであ

る。図 2-2 に「イ」国全体の灌漑手段の割合を示す。 

                                            
2 表 2-3 と表 2-4 は出典が異なるため、生産量データに若干の相違が見られる。 

ｺﾑｷﾞ 2000 141,880 2,179,300 2,106,510 4,550 210,120
2001 152,740 2,009,410 2,132,980 2,040 27,130
2002 131,730 1,900,290 2,126,340 8,470 -102,790
2003 103,790 1,875,650 2,183,680 8,840 -213,080
2004 105,270 1,712,350 1,839,830 55,790 -78,000

ｿﾙｶﾞﾑ 2000 375,010 510 304,690 70 70,760
2001 382,500 3,600 356,240 0 29,860
2002 289,300 2,080 314,040 0 -22,660
2003 212,780 260 292,910 20 -79,890
2004 263,430 210 238,980 0 24,660

ﾐﾚｯﾄ 2000 65,290 0 59,840 140 5,310
2001 68,550 0 61,510 1,800 5,240
2002 57,810 1,090 53,870 600 4,430
2003 40,590 5,510 41,270 510 4,320
2004 66,380 5,830 50,110 550 21,550

ﾄｳﾓﾛｺｼ 2000 47,630 192,000 161,290 3,390 74,950
2001 50,370 230,570 236,790 7,190 36,960
2002 41,170 299,310 290,500 9,010 40,970
2003 32,840 252,740 252,210 5,800 27,570
2004 31,070 198,830 281,060 7,120 -58,280

ｵｵﾑｷﾞ 2000 42,430 1,940 2,910 0 41,460
2001 45,980 2,820 3,680 300 44,820
2002 39,750 2,710 2,960 960 38,540
2003 27,940 2,540 3,600 210 26,670
2004 31,070 2,790 1,300 340 32,220

穀物計 2000 672,240 2,373,750 2,635,240 8,150 402,600
2001 700,140 2,246,400 2,791,200 11,330 144,010
2002 559,760 2,205,480 2,787,710 19,040 -41,510
2003 417,940 2,136,700 2,773,670 15,380 -234,410
2004 497,220 1,920,010 2,411,280 63,800 -57,850

ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 2000 210,420 130 185,320 1,590 23,640
2001 208,600 190 184,300 600 23,890
2002 210,770 190 185,900 910 24,150
2003 213,320 830 190,480 390 23,280
2004 213,200 15,380 202,540 640 25,400

輸出(D)
バランス
（A+B-C-D)

作物名 生産量(A) 国内消費量(C)年 輸入(B)
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天水, 50.62%

地下水, 32.70%

河川, 2.85%

ダム, 1.07%

給水車, 1.22%

氾濫水, 11.41%

その他, 0.13%

図2-2　「イ」国農業における灌漑手段

(出典：｢Agricultural Statistics Year Book 2005｣ 農業灌漑省)

 

上図でも明らかなように、「イ」国では、50％を超える作物が天水に依存して栽培されている。

また、約 11％が涸れ川（ワジ）の氾濫水を利用しており、これらについても、年間の雨量及び降

雨傾向に生産量が大きく左右される。これらの不安定要素を排除するためには、ダムをはじめと

する灌漑用水のための保有池の整備や少量の水を有効に活用するための近代的な灌漑手法や作物

栽培方法の導入が求められている。 

この近代的農業を行うためには、灌漑用水を有効に活用できる農地の整備は必要不可欠であり、

そのためにもトラクター等の農業機械の導入が「イ」国農業の課題の一つとなっている。その他、

肥料や農薬を有効に活用し、限られた土地を効率的に活用することも求められている。 

 

2-2 貧困農民、小規模農民の現状と課題 

(1) 貧困の状況 

 1998 年に実施された国民生計調査（Household Budget Survey : HBS）によると、「イ」国では、

2 種類の貧困ラインを定義している。まず、一日あたりの必要カロリー（2,200kcal）を摂取する

ために必要な収入を得ることができない層を食糧貧困レベルとし、他方、食糧のみならず、衣服、

住宅、教育、医療及び交通サービスといった基礎的な生活をするために必要な収入を得ることが

できない層を上位貧困レベルと定義している。2 種類の貧困ラインの月収入、人口及び全人口に占

める割合は表 2-7 のとおりである。 

表 2-7 貧困ラインと貧困人口 3 

 

 
 
 
 
 
 
 

    （出典：HBS 1998） 

                                            
3 1998 年の調査であるため、全人口が約 1,650 万人であり、農村と地方の人口も最新の情報と異なる。また、1998

年の IMFレート（US$ 1 = YR 135.88 = 130.91円）で換算した。 

全国 農村部 都市部
食糧貧困ライン（月収入） YR 2,101 YR 2,103 YR 2,093

（\ 2,024) （\ 2,026) （\ 2,016)
該当貧困人口 290万人 250万人 40万人
全人口に占める割合 17.6% 19.9% 10.0%

上位貧困ライン（月収入） YR 3,210 YR 3,215 YR 3,195
（\ 3,093) （\ 3,097) （\ 3,078)

該当貧困人口 690万人 570万人 120万人
全人口に占める割合 41.8% 45.0% 30.8%
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この調査から、国民の 17.6%にあたる人口が必要カロリーを摂取することができない貧困状態に

あり、その内 86％が農村部に居住していることがわかる。こうしたことからも、農村部における

収入の増加、言い換えれば、農村部での主要産業である農業における収入の増加が国家の貧困削

減にとって重要である。 

 

(2) 貧困農民、小規模農民の現状と課題 

「イ」国の全人口 2001 万人の約半分にあたる 948.2 万人が農村で生活しており、また、全労働

人口の約 47％にあたる 296.9 万人が農業労働人口となっている（FAOSTAT 2003）。 

表 2-8 に｢イ｣国の 2005 年の営農規模ごとの農家戸数を示す。この表によれば、農家 1 戸当たり

の平均の耕作面積は 1.23ha であり、耕作面積 1ha 未満の小規模農家が約 75％を占めており、更に

2ha 未満となると約 86％に及んでいる。一方で、全農家戸数の 1％にも満たない所有面積 20ha 超

の大規模農家が、全耕地面積の約 19％を占めている状況である。農業灌漑省は、このように大規

模農家と小規模農家との間に大きな格差が存在する中で、小規模農家における安定的な作物生産

が「イ」国全体の農業生産の安定には不可欠であると認識している。 

 

表 2-8 営農規模と農家戸数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典：農業灌漑省 2005 年統計資料)        

 

小規模農家は、自給のための穀物や野菜を栽培するほか、余剰生産物を販売することにより、

生計を成り立たせている。「イ」国政府では、農業灌漑省からは独立した組織である農業協同組

合連合を中心として、農家の組織化、つまり農業協同組合活動を促進している。現在全国に 400

以上の農業協同組合が組織され、約 24 万の農家（全農家戸数の約 20％）が農業協同組合員となっ

ている。各組合の加入農家数は、35 戸から 12,000 戸までと様々であるが、農業協同組合は組合員

の生産物の国内販売や輸出の促進、農業生産のための情報の提供、農業資機材の販売等を行って

おり、小規模農家においても農業協同組合に加入することにより、様々な利益を得ている。 

しかしながら、こうした農業協同組合に加入していない小規模農家は、十分な農業資材（肥料、

農薬）や農業機械を活用することなく、天水に依存した農業を行っており、単収があがらないた

めに収穫量は伸びず、収入の増加につながらないのが現状である。「イ」国政府としては、小規

模農家が自ら所有する土地を最大限活用して農業を行い、生産量の増加及び収入の増加を図るた

めに、いかなるサービスを提供するかが課題となっている。 

 

営農規模(ha) 戸数 割合 耕作面積(ha) 割合
＜0.5 703,912 59.65% 130,140.3 8.96%
0.5＜1 178,995 15.17% 126,185.7 8.69%
1＜2 137,752 11.67% 190,634.9 13.13%
2＜3 56,857 4.82% 134,662.8 9.27%
3＜4 29,924 2.54% 102,398.9 7.05%
4＜5 18,917 1.60% 82,601.2 5.69%
5＜10 32,845 2.78% 222,151.7 15.30%
10＜15 10,243 0.87% 121,933.8 8.40%
15＜20 4,120 0.35% 69,250.4 4.77%
20＜ 6,540 0.55% 272,477.2 18.76%
計 1,180,105 100.00% 1,452,436.9 100.00%
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(3) 農業資機材購買力 

｢イ｣国のトラクター1 台あたりの耕地面積は 236.46ha/台となっている。これに対し、他のアラ

ブ諸国は、エジプト共和国が 32.58ha/台、シリア・アラブ共和国が 51.13ha/台及びヨルダン・ハ

シュミット王国が 43.03ha/台であり、｢イ｣国のトラクターの普及率が他の近隣国に比べ著しく低

いことが確認できる（FAOSTAT 2003）。また、｢イ｣国のトラクターの所有率を試算すると、192 戸

に 1 戸の割合でトラクターを所有していることとなり（236.46ha/台÷1.23 ha/戸 《平均耕作面

積:2005 年農業灌漑省》）、この結果からも、農業機械の普及率は非常に低い。 

しかしながら、今回のサイト調査で聴取したところ、農家はトラクターを活用することで農作

業が軽減される上に、収量が増加することを理解しており、トラクターの購買意欲は非常に高か

った。また、2004 年度の 2KR でトラクターを購入した農家は、小規模農家に分類されるにもかか

わらず、長年の貯蓄と保有する家畜を販売することにより購入費用を賄ったり、親戚が共同でト

ラクターを購入したりしており、本件で調達するトラクターはターゲットとする貧困層でも十分

購入が可能である。 

さらに、年間を通じて作物の栽培・収穫が行われる同国では、農業機械の所有者は自分が所有

する耕地での利用が終了すれば他の農民への貸出しを行っている。そのリース金額は周りの農家

の経済力に合わせて設定されており、小規模農家でも比較的容易に農業機械が利用できることか

ら、1台の農業機械が地域内で有効に活用されることとなる。 

 
2-3 上位計画（農業開発計画／PRSP） 

(1) 国家開発計画 

｢イ｣国は、1990 年の南北統一後は、統一による財政負担の増加に加えて、湾岸危機以降の湾岸

産油国からの財政援助停止、また 1994 年に勃発した内戦により国内経済に大打撃を受けた。内戦

後、債務超過に窮した｢イ｣国は、1995 年より IMF の構造調整プログラムを受け入れ経済状況の改

善に努めるにあたり、国家レベルでの行財政・経済の具体的改革策として、農業及び製造業等の

発展に重点を置いた「第一次国家開発 5カ年計画」（1996-2000）を策定した。 

しかし、農業を重点課題に掲げつつも、乏しい降雨量等、作物生産における悪条件、また 3％を

超える人口増加率による主要食糧作物に対する国内消費需要の増加等の要因により、依然として

国内の食糧不足は解消されておらず、多くを輸入に依存している。FAOSTAT によれば、「イ」国の

穀物に関する輸入依存率は約 80%（2004 年）となっている。そのため、国内生産量の拡大は現在

も｢イ｣国にとって重要な課題となっている。 

｢イ｣国が上記国家計画に続き策定した、「第二次国家開発 5 カ年計画」（2001-2005）の中でも

農業分野の発展を重視し、特に農業分野の達成課題として、以下の 2点を掲げている。 

① 農業生産量の 6％増加 

耕地面積及び農業生産量の増加により、国家食糧安全保障レベルの向上、農業作物の輸出増

加を図る。 

② 農家収入の向上 

地方の労働者の貧困削減・失業率の引き下げを図る。また、植物防疫により農業害虫・病害

を管理できる環境の整備された耕地に、農民が移住することを奨励する。 

また、以上の課題を達成するため、同計画では、以下の 5点を重視することとしている。 

① 農業機械化の促進 
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② 近代的な新農法の奨励 

③ 農業資機材の販売、農業普及活動及び畜産等に関するサービスの提供 

④ 近代灌漑農法及びその他の効率的な灌漑システム導入の促進 

⑤ 小規模ダム、治水ダム、及び灌漑水路建設の促進 

 特に、｢イ｣国は機械化による農業生産の効率化を推進することで、主要食糧作物の国内生産量

の増加を目指している。 

 さらに、今年になり発表された「貧困削減のための第三次社会経済開発 5 カ年計画」（2006-

2010）においても主要開発 5 分野（製造業、鉱業、水産業、観光及び農業）の一つとして農業を

掲げ、第二次国家開発 5 カ年計画で掲げた課題のほか、農業製品の輸出の促進を図ることとして

いる。具体的には、農業生産量の年間 4.5%の増加を目標に、以下の諸施策を採ることとしている。 

① ダム及び貯水池の建設、近代灌漑農法及びその他効率的な灌漑システム導入による、より

一層効率的な水資源の利用 

② 農業機械、肥料及び農薬等農業資機材の合理的な利用と適正な管理 

③ 研究、生産及び流通の包括的な実施による果樹や換金作物の生産、輸出の促進 

④ カート 4 の摂取が経済、社会、健康及び環境面に与える悪影響に関する啓蒙活動 

⑤ 国内種の増産及び獣医サービスの改善による畜産業の推進 

 

(2) 農業開発計画 

上記の国家開発計画を受け、別途｢イ｣国は「農業開発 5 カ年計画」（2001-2005）を策定し、各

地方の生産力増強と自給率の向上によって国民生活の安定を図ろうとしている。同計画では、主

に以下のような目標が掲げられている。なお、2006 年から始まる農業開発 5 ヵ年計画については

現在農業灌漑省を中心に策定中である。 

① 国内の食糧安全保障レベルの向上 

② 地方の貧困削減 

③ 人口増加率を上回る農業分野での持続的成長の実現 

 

そして、以上の目標を達成するにあたり、同計画では次の点を重視している。 

① 機械化による生産性の向上 

② 耕作地の拡大 

③ 環境保護に配慮した病虫害対策を基本とする農作物生産増強計画 

以上のように、農業開発計画においても、国家開発計画と同様に、機械化による農業効率化の

推進による農業分野の成長及び食糧事情の改善を目指している。 

 

以上のとおり、｢イ｣国は機械化による農業の効率化を推進しており、上記計画に基づき、農業

灌漑省は、国内農業発展のための活動を行っている。同省は 2KR による農業機械の導入による効

果として、耕地面積の拡大とそれによる食糧生産量の増加、地方の貧困削減を掲げており、2KR は、

同省の活動、すなわち、同国の農業政策推進を支援するものである。 

                                            
4 カート（QAT）はイエメンをはじめ、エチオピアやケニアでも嗜好品として扱われているニシギキ科の木の葉のこ

とを言う。カートを噛んでエキスを飲み込むことによって軽度の神経興奮作用が得られ、「イ」国の男性は昼食後

に摂取することが習慣となっている。 
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(3) 貧困削減戦略文書（PRSP） 

「イ」国では、2002 年 5 月に貧困削減戦略文書（PRSP:2003-2005）の作成を完了し、「イ」国

にとっての主要課題を人口問題、水資源問題、経済成長、人材育成及び行政改革とした。同文書

では、絶対貧困人口（1 日 1 ドル以下）が人口の 15.7%、貧困ライン以下（1 日 2 ドル以下）が人

口の 45.2%を占めるとしている。さらに貧困層の 84％が民間セクターに従事しており、そのうち

47％が農業従事者であるとしている。このことからも、農業分野の開発と農村の農業従事者を対

象とする貧困削減への取り組みが重点政策であるとしており、生産能力の増大のための能力開発

及び生産手段の提供を強化することを目標に掲げている。 

「イ」国政府はミレニアム開発目標（MDGs）の実現に向けて、第二次 PRSP（2006-2010）を第三

次国家開発 5 カ年計画と統合し、前述した「貧困削減のための第三次社会経済開発 5 カ年計画」

（2006-2010）を策定した。 
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第 3 章 当該国における 2KR の実績、効果及びヒアリング結果 

3-1 実績 

「イ」国に対する我が国の 2KR の援助実績を表 3-1 に示す。「イ」国に対する 2KR は 1979 年度

に開始され、1980 年度から 1982 年度までの 3 年間と 1994 年度及び 2002 年度と 2003 年度を除き、

2004 年度まで計 20 回、E/N 総額 101.5 億円が供与された。これまでの調達資機材は肥料、農薬及

び農業機械の全てのカテゴリーにおいて多種類にわたっている。特に、「イ」国では、ティハマ

平原において、涸れ川（ワジ）の氾濫水を有効利用することを目的に灌漑水路の浚渫や大規模な

農地の整備用として、ブルドーザー、エクスカベーター及びホイールローダーといった建設機械

を毎年度数台ずつ調達したという特徴がある。 

なお、前回の実施年度である 2004 年度には、乗用トラクターとその作業機（ディスクプラウ、

タインカルチベーター及びフロントレベリングブレード）127 台とコンバインハーベスター2 台の

農業機械のみの調達を実施した。 

 

表 3-1 「イ」国に対する 2KR 援助実績 

（単位:億円） 

年度 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

E/N 額 5.0 - - - 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.5 5.0 5.0

年度 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

E/N 額 5.0 5.0 - 5.0 5.0 5.0 6.5 6.5 6.0 5.0 - - 3.0

合計   

101.5 

（出典：JICS 資料） 

 

表 3-2 直近 5年間の主な 2KR 調達農業機械と台数 

調達資機材 2000 年度 2001 年度 2004 年度 計 

乗用トラクター(4WD) ／70 馬力クラス 40 台 48 台 127 台 215 台 

乗用トラクター(4WD) ／35 馬力クラス 30 台 22 台 - 52 台 

乗用トラクター(4WD) ／20 馬力クラス 20 台 - - 20 台 

歩行用トラクター／12 馬力クラス - 13 台 - 13 台 

普通型コンバインハーベスター 3 台 2 台 2 台 7 台 

ブルドーザー 6 台 3 台 - 9 台 

エクスカベーター 4 台 2 台 - 6 台 

ホイールローダー 4 台 2 台 - 6 台 

（出典：JICS 資料） 

  

2004 年度の 2KR における資機材の配布については、案件の実施が決定した後に農業灌漑省に組

織されるステアリングコミッティにより、まず、耕地面積や対象作物の耕作面積の割合に応じて、

各州に対する配布数量が決定された。2004 年度の配布数量の決定の経緯は表 3-3 のとおりである。 
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表 3-3 2004 年度 2KR 調達トラクターの配布数量内訳 

州名 耕地面積
耕地面積

割合
対象作物の
耕作面積

対象作物
面積割合

均等配布
数量

比例配分
数量

配布数量

1 ホデイダ 327,107 ha 20.3% 166,542 ha 22.6% 2 台 13 台 15 台
2 サナア 144,900 ha 9.0% 73,507 ha 10.0% 2 台 6 台 8 台
3 ハッジャ 147,076 ha 9.1% 92,349 ha 12.5% 2 台 7 台 9 台
4 アムラン 121,487 ha 7.6% 62,342 ha 8.5% 2 台 5 台 7 台
5 マリブ 116,592 ha 7.2% 11,103 ha 1.5% 2 台 3 台 5 台
6 ダマール 113,734 ha 7.1% 73,552 ha 10.0% 2 台 5 台 7 台
7 ジャウフ 109,245 ha 6.8% 23,899 ha 3.3% 2 台 3 台 5 台
8 バイダ 74,956 ha 4.7% 24,403 ha 3.3% 2 台 2 台 4 台
9 アビヤン 65,071 ha 4.0% 23,586 ha 3.2% 2 台 2 台 4 台
10 タイズ 64,067 ha 4.0% 44,058 ha 6.0% 2 台 3 台 5 台
11 シャボワ 58,524 ha 3.6% 6,800 ha 0.9% 2 台 1 台 3 台
12 イブ 56,445 ha 3.5% 51,120 ha 6.9% 2 台 3 台 5 台
13 ハドラモウト 54,422 ha 3.4% 17,730 ha 2.4% 2 台 2 台 4 台
14 サダア 50,726 ha 3.2% 16,720 ha 2.3% 2 台 2 台 4 台
15 ラハジ 31,804 ha 2.0% 11,646 ha 1.6% 2 台 1 台 3 台
16 マホイト 27,443 ha 1.7% 14,880 ha 2.0% 2 台 1 台 3 台
17 アデリア 15,089 ha 0.9% 8,732 ha 1.2% 2 台 1 台 3 台
18 ライマ 14,493 ha 0.9% 9,124 ha 1.2% 2 台 1 台 3 台
19 サナア市 9,317 ha 0.6% 3,003 ha 0.4% 2 台 0 台 2 台
20 マハラ 3,973 ha 0.2% 549 ha 0.1% 2 台 0 台 2 台
21 アデン 3,013 ha 0.2% 425 ha 0.1% 2 台 0 台 2 台
22 3 台 3 台
23 3 台 3 台
24 1 台 1 台
25 2 台 2 台
26 3 台 3 台
27 12 台 12 台

合計 1,609,484 ha 100.0% 736,070 ha 100.0% 42 台 85 台 127 台

リサバ酪農場
ソルダッド国営農場
農業サービス公社

種子増殖公社
ジャガイモ種子公社

農業灌漑省地方事務所

 

（出典：農業灌漑省） 
 

2004 年度のトラクターに関しては、まず全国 20 州及びサナア市に 2 台ずつの均等割り当て分と

して 42 台、種子増殖公社やジャガイモ種子公社等の国営農場用に 12 台、及び農業灌漑省の地方

事務所用に 12 台が割り当てられた。次に、各州における耕地面積の割合と対象作物である穀物、

ジャガイモ及びマメ類の耕作面積の割合の平均により、残りの 61 台を比例配分した。これにより、

ホデイダ州やハッジャ州等農業が盛んな地域に多く割り当てられる一方、穀物生産が少ない地域

でも最低 2 台のトラクターが行きわたることとした。なお、コンバインハーベスターについては、

調達した 2台全てを種子増殖公社に販売することとした。 

2KR によって調達された農業機械は、上記により各州に割り当てられた数量が、その州の農家及

び農業協同組合に販売されるほか、国営の農場や公社に対しても割り当て台数分が販売された。

一方、農業灌漑省の地方事務所において利用される 12 台は無償で配布された。 

また、農業灌漑省は、配布数量の決定に併せて、販売価格を決定した。今回は、日本側と合意

した見返り資金の積立義務を果たすことを最優先とし、積立義務額を販売対象の農業機械の数量

で割り戻すことにより１台あたりの販売額の目安を設定したうえで、併せて国内市場における同

仕様のトラクターの販売価格を調査した。結果的に、2004 年度に調達したトラクターについては、

国内市場の約半額である YR 2,500,000、コンバインハーベスターについては、市場価格の約 30％

に相当する YR 8,060,000 と決定した。 
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3-2 効果 

(1)  食糧増産面 

農業灌漑省は、2KR による直接的な食糧増産効果を統計データ等により定量化することは困難で

あるとの見解を有している。これは、農産物の生産には、農業資機材の投入の他に、気象条件や、

灌漑施設の整備等他の要因が大きく影響すること、また農業資機材についても、2KR 以外に民間デ

ィーラーによる調達ルートが存在しており、2KR の資機材のみの効果を抽出するのは困難であるた

めである。しかしながら、以下の理由により、農業灌漑省は「これまでの 2KR 援助は｢イ｣国の食

糧増産に非常に役立っている」と評価している。 

｢イ｣国は年間降雨量が 237mm（2002 年全国平均）と乏しいため、国内の灌漑システム整備は、

｢イ｣国農業の発展に必要不可欠であり、過去の 2KR で調達された建設機械は、この灌漑システム

の改善及び灌漑地域（耕作面積）の拡大に活用されている。また、トラクターなどの農業機械を

導入したことにより、購入者は従来よりも短期間で農作業を完了し、他の農家に農業機械の貸出

しを行うことにより、周辺の地域の耕作面積の拡大にもつながっている。こうした耕作面積の拡

大による増産効果と農地や灌漑システムの整備による単収増加の効果という両面において、2KR の

資機材が「イ」国の食糧増産に与える影響は大きい。 

また、過去の 2KR による農薬及び農薬関連の資材については、特にアフリカ大陸から移動して

くるバッタ等害虫の大群による被害に対する国家レベルでの防除活動のために活用されており、

作物被害の低減ひいては作物生産量の拡大に貢献している。 

さらに、2KR で調達した資機材を販売して積立てた見返り資金は、灌漑システムの整備（ダムや

灌漑水路の水門の建設）、農業普及センターの建設及び農道整備等に活用されており、これらプ

ロジェクトによりもたらされた農業環境の改善が、食糧生産の拡大に貢献していることも 2KR の

間接的な効果である。 

 

(2)  貧困農民、小規模農民支援面 

「イ」国内には農業機械の輸入販売を行う民間ディーラーが複数存在しており、農業機械販売

の民間市場はある程度発達しているため、大規模な農家については、そうしたディーラーを通じ

て必要な農業機械を購入することができる。しかしながら、十分な購買力を有していない小規模

の農家はこれまで農業機械の有効性を理解しつつも、実際に手に入れることは困難な状況にあっ

た。そのため、「イ」国は周辺国と比較しても非常に農業機械の普及率が低い。 

農業灌漑省は 2KR で調達した農業機械を市場価格よりも廉価（2004 年度のトラクターについて

は市場価格の半額）で販売することにより、これまで農業機械を購入することが困難であった小

規模農家にも購入できる機会を与えている。これによりある程度の資金を蓄えている小規模農家

は農業機械を購入することができるほか、単独で購入することが困難な農家も周辺の農家や親戚

との共同で購入したり、農業協同組合として購入したりすることにより、農業機械がより身近な

ものとなっている。 

農家は農業機械の導入により農地の整備や生産管理が効果的、効率的に行うことができるよう

になるため、耕作面積の拡大と単収の増加がともに図られ、農業生産による増収につながる。ま

た、従来よりも少人数、短期間で農作業を完了できるため、人件費も削減される。さらに、農業

機械が空いた期間は周辺の農家へ貸出しを行うことにより、リース料の収入という副次的効果も

ある。逆に農業機械を借りた農家も購入者と同様の増産効果を生むことができるため、生活水準
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の改善につながる。 

以上のような食糧増産面及び貧困農民支援面の両面から、これまで 2KR は｢イ｣国の農業環境の

改善、ひいては生活環境の改善に寄与していると考えられる。 

 

3-3 ヒアリング結果 

今般の現地調査において各関係機関に対して、要請資機材のニーズ、2KR の裨益効果及び 2KR の

課題に関し聞き取り調査を行った結果は、以下のとおりである。なお、面会者ごとのヒアリング結

果の詳細については、添付資料 3にまとめる。 

 

(1)  要請資機材のニーズ 

「イ」国の農業の課題として、農業灌漑省関連機関及び国際援助機関は主に 2 つの課題を挙げ

ていた。一つは省水資源技術の開発（灌漑農業の促進）であり、もう一つは農業の機械化の推進

である。 

水資源については、「イ」国は年間一人当たりの活用可能な水量が 150 ㎥しかなく、これは中

東での平均である 1,000～1,500 ㎥／年／人を大きく下回る。農業に関しても同様であり、少ない

資源を有効に活用する必要があり、現在は大小規模のダムを活用した灌漑や氾濫水を利用した灌

漑及びポンプを活用したスプリンクラー灌漑が多いが、ドリップ灌漑の導入等の技術の開発、導

入が急務である。特に、短い雨季の間の雨量をどのように有効に活用するかが課題とのことであ

った。 

続いて、農業生産性の向上のために農業機械、特にトラクターは必要性が高いとのことであっ

た。「イ」国内でのトラクターの販売台数は聴取先ごとに認識が異なり、農業協同組合連合では、

毎年 400～500 台、民間の農業機械ディーラーは、500 台～1,000 台と述べていた。現時点でのト

ラクターの普及台数や輸入量については、統計局のみならず通関時の商品分類統計が整備されて

おらず、資料がないとのことであった。 

トラクターの仕様については、対象農家ごとに必要な規模が異なり、大規模農家は大きめの、

小規模農家には小さなトラクターが必要とされている。現在国内で最も流通しているのは 60-70

馬力であるという意見は共通していたが、山岳地帯ではより小さなトラクターが重宝するとの意

見と、パワーも耐久性もある 72 馬力の 4WD が有効であるとの意見に分かれていた。ちなみに、

FAO のイエメン事務所長は、「イ」国の農業環境や土壌に対して 50 馬力クラスが適当であると述

べていた。 

また、訪問した 2004 年度の 2KR で調達したトラクターの購入農家からは、周りの農家は自分が

買ったトラクターの様子を見ているが、多くの農家が、トラクターの購入の希望を有していると

の声が共通して聞かれた。 

 
(2) 2KR の裨益効果 

農業灌漑大臣からは、「イ」国政府は農業生産の拡大、農民の生活の向上、ひいては国家の貧

困削減に向けて努力しているところであり、2KR については農業分野での数少ないドナーからの協

力の一つで、かつ最大のものであるため非常にありがたいという感謝とともに、できれば毎年支

援を実施してもらいたいとの希望が述べられた。 

2KR の効果としては、「イ」国の農業機械化に貢献するばかりでなく、現場の農民に直接裨益す
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ることに大きな意味を持つとの意見が、農業灌漑省関連機関及び国際援助機関から多く聞かれた。

特に 2004 年度の 2KR については、農業灌漑省がステアリングコミッティを組織し、関係各機関全

ての参加により、透明性及び公正性をもって実施されたことを評価する者が多かった。2004 年度

のトラクターの購入者のほとんどは小規模及び中規模の農家であったとのことであり、これは、

農業灌漑省がトラクターの販売価格を市場価格の約半額としたことで、農家にとって非常に魅力

的な価格となったためであり、一括払いという条件でも、トラクターの購入のために金品や車を

売却したり、親戚からお金を借りたり、農民グループを組織して共同購入するなどの努力をして

いる農家が多い。また、これらの農家については全て支払いも完了し、配布もほぼ終了している

とのことであった。 

過去の 2KR の調達機材についても、国営農場や農業灌漑省関連の公社で有効に活用されており、

品質や機能についても問題がないとのことであった。さらに、種子増殖公社では 2KR の見返り資

金を活用して、ダマール、マリブ及びラジの 3 支店に穀物倉庫を建設しており、二次的な効果も

見られた。 

2004 年度の 2KR で調達したトラクターを購入した農家は、これまで貯めてきた貯金と家畜や家

族の貴金属を販売することにより得たお金で、ようやくトラクターを購入していた。3 軒の農家は

2 ヶ月前に購入したトラクターをそれぞれ 336 時間、327 時間及び 302 時間使用しており、1 日平

均 5 時間以上トラクターが活用されていることを示していた。トラクターは自分の農地ばかりで

はなく、周りの農家に YR 1,000-1,500/hr で貸し出されており、村落単位での増産効果が期待さ

れることがわかった。また、農家は作業機のタインカルチベーターを耕起とともに播種が行える

ように改良しており、より活用効果を上げる工夫がなされていることも判明した。 

 
(3) 2KR の課題 

2KR の課題としては、大きく以下の 4点に関する意見に分けられた。 

1) スペアパーツの調達 

 2004 年度の 2KR においては、限られた予算の中でできるだけ多くのトラクターを農民に提供し

たいとする農業灌漑省の意向により、スペアパーツを本体と一緒には購入しなかった。入札の結

果、日本製のトラクターが調達されたことにより、中には過去の 2KR で調達した日本製のトラク

ターの部品が使用可能な場合もあるが、その多くは改めて輸入する必要がある。また、ローカル

エージェントが首都のサナアや各主要都市にあるものの、メーカー直営のディーラーではないた

め、保管スペースや在庫管理の関係から当該トラクターのスペアパーツを常時保有しておらず、

実際にスペアパーツを購入するとなるとその都度発注が必要で、発注する数量によっては輸送費

の関係で値段が高くなる場合もある。今回配布を担当した農業サービス公社からは、次回はスペ

アパーツ 10％程度を一緒に調達してもらいたいとの希望が述べられた。 

さらに、種子増殖公社では、2000 年及び 2001 年の 2KR で調達した合計 5 台のフィンランド製

のコンバインハーベスターについて、使用開始から約 5 年を経過していることもあり、ベアリン

グの滅損が原因でたびたび故障するので修理を行っているが、国内にメーカー直営の代理店が存

在しないため、スペアパーツの入手に手間がかかり、修理に時間がかかると不満を述べていた。 

他方、2004 年度 2KR のトラクターのアフターセールスサービスエージェントは、メーカーとは

1980 年以来取引があり、過去の 2KR においてトラクターのスペアパーツ等の供給で問題になった

ことはない。127 台分のスペアパーツの調達はそう難しい問題ではなく、必要になった場合には、
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メーカーの同社を含む「イ」国内代理店を通じて購入することができると主張していた。また、

各地の農家からは、農業灌漑省の地方事務所や農業サービス公社を通じて、スペアパーツの購入

先やワークショップの情報を把握することができ、維持管理に問題を感じないとの声が多く聞か

れた。 

 

2) 配布後の機材の維持管理 

 農家のインタビューを通じての全体的な印象として、トラクターを購入した農家は、操作方法

は理解しているが、通常の維持管理作業（オイル交換のタイミングやその量）については十分な

知識を有していないと見受けられた。そのため、今後はトラクター購入時の取扱い説明やその後

のトレーニングを充実させるほか、アラビア語の取り扱い説明書が必要であると感じられた。 

 これについては、農業協同組合連合が 2KR については機材配布後の評価をしっかり行わなけれ

ばならないと強調していた。また、トラクターは高度や気候、土壌条件等により適する仕様が異

なるとともに、農家にとっては農業普及活動による指導の充実が必要であるとのことであった。 

 

3) 調達適格国 

 民間の農業機械ディーラーからの要望として、調達適格国の拡大が 2 社から挙がった。これら

は、ともに企業が扱っている製品がそれぞれチェコ製とポーランド製であるとのことであり、価

格が安く品質でも問題がないと述べるとともに、入札への参加希望を表明していた。 

他方、どの民間ディーラーも数量面でも、価格面でも 2KR が市場活動を阻害するようなことは

ないとのことであった。 

 

4) 経済政策、融資環境 

ある民間ディーラーにおいて、「イ」国では全ての商品の輸入税が 5％から 15％に上がり、こ

れが物価に影響しており、農業分野の機械の税額を下げる等の対策が農業の発展には必要である

との意見が聞かれた。 

また、FAO のイエメン事務所長は、農業開発の阻害要因の一つとして、クレジットの問題があ

る。農業信用銀行からの融資金額が、エジプトでは全農地の平均として約 US$ 200/ha/年、ヨル

ダンでは約 US$ 50/ha/年であるのに対し、「イ」国では US$ 2/ha/年のみである。これは、農業

協同組合信用銀行の資本が足りないからであり、FAO は増資を提言していると主張していた。 
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第４章 案件概要 
4-1 目標及び期待される効果 

 「イ」国政府は、2KR の実施により、国内全般に不足している農業機械（トラクター）を調達し、

市場価格より安い価格で販売することにより、民間市場ではトラクターを購入することが困難な

小規模農家に対しても、農業機械購入の機会を与えることを企図している。全国の小規模農家が

2KR により調達された農業機械を使用することにより、まず各農家における耕作面積が拡大され、

続いて圃場が整備されることによって灌漑用水や土壌の栄養を有効に活用することができ、単収

の増加が図られる。その結果、購入農家における農業生産量が増加し、貧困の削減につなげるこ

とを目指している。また、これまで入手困難だった高性能の農業機械を 2KR によって比較的安価

に購入することにより、農家の就農意欲及び増産意欲が高まるものと期待されている。 

さらに、農業機械は購入農家のみならず、周辺農家に貸出されることにより、同様の増産効果

を生むことができ、村落全体の増産及び貧困削減にもつながるものと期待されている。これは、

国単位においても、耕作面積の拡大と平均単収の増加をもたらし、穀物の増産ひいては国家の食

糧安全保障に貢献するものとしている。 

 具体的には、「イ」国政府は 2010 年までの間、少なくとも人口増加率を超える毎年 4.5％の農

業分野の成長を目指しており、その一部に 2KRが貢献することを期待している。 

また、農業機械の販売により積み立てられる見返り資金についても、農業灌漑省が実施するダ

ムや水門の建設プロジェクトや農業普及センターの建設等に有効に活用することにより、食糧増

産目標の達成を図ることを計画している。 

 

4-2 実施機関 

2KR における実施責任体制を表 4-1 に示す。この表に示すとおり、本件 2KR における全体の調整

管理を行なう実施監督・責任機関は農業灌漑省であり、計画の策定等の具体的実務作業を行なう

部署は、同省の計画・調整局となっている。また、2 年前より計画・調整局の下に日本無償資金協

力課を設置し、専任の 2 名の省員を配置した。日本無償資金協力課は、要請書の準備、資機材配

布状況の確認、各関係機関との調整、ステアリングコミッティの運営事務局及び見返り資金の運

営管理等、2KR の運営全般を任されている。 

 

表 4-1 2006 年度 2KR における実施責任体制 

作業 作業実施機関 実施監督機関

要請窓口省庁・部局 農業灌漑省 農業灌漑省

通関（ホデイダ港） 農業灌漑省 農業灌漑省

輸送（ホデイダ港⇒ホデイダ倉庫） 農業サービス公社 農業灌漑省

販売代金回収 農業協同組合信用銀行 農業灌漑省

配布（ホデイダ倉庫⇒農民、農業協
同組合、農業灌漑省地方支局）

農業サービス公社 農業灌漑省

見返り資金積立 イエメン中央銀行 農業灌漑省
 

（出典：農業灌漑省） 
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また、2KR の見返り資金の積立状況にかかるモニタリング及びその使用に関しては、同省内の総

務・財務局が担当することとなっている（図 4-1「農業灌漑省の組織図」を参照）。 

農業灌漑省は、2004 年度の 2KR の実施に関し、より効果的で透明性の高い資機材の販売や見返り

資金の積立を行うために、新たに 2KR ステアリングコミッティを省内に組織し、2KR の計画、運営、

管理方法の決定機関とした。ステアリングコミッティのメンバーは、農業灌漑大臣、農業灌漑副大

臣、副大臣補、農業灌漑省計画・調整局長、総務・財務局長、法務局長、日本無償資金協力課長、

計画・国際協力省アジア二国間協力局長、財務省無償資金協力局長補、農業サービス公社長、農業

協同組合信用銀行副総裁及び農業協同組合連合書記長の 12 名であり、2004 年度の 2KR の実施に関

しては、毎週 1回合計 13 回の会議を行った。その中で、調達した 127 台のトラクター及び作業機、

そしてコンバインハーベスターの配布方法、配布先、販売価格及び配布業務の委託先等を決定した。

2006 年度についても、同様のステアリングコミッティを組織することとしている。 

2004 年度の調達資機材に関しては、ステアリングコミッティにより実施された入札により、農業

サービス公社が資機材の輸送、配布機関となった。2006 年度についても、輸送、配布機関は入札に

より決定される。また、販売代金の回収は農業協同組合信用銀行によって実施され、同銀行が販売

代金の回収後、イエメン中央銀行の見返り資金積立口座に入金している（詳細については、｢4-4 

実施体制及びその妥当性｣を参照）。 

 

関連団体 法務局 統計局 計画・調整局 管理・監査局

農業協同組合信用銀行

各地方開発公団

農業協同組合など

総務・財務局 人事・研修局

地方・女性開
発局

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾞ局 森林局 植物防疫局 動物資源局 作物生産局 農業普及局
農業機械・維

持管理局
灌漑局

生産・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ担当副大臣補

農 業 灌 漑 大 臣

副  大  臣

灌漑担当副大臣補

日本無償資金協力課

 
図 4-1 農業灌漑省の組織図 

（出典：農業灌漑省） 

 

4-3 要請内容及びその妥当性 

(1) 要請品目・要請数量・対象地域・対象作物 

1) 当初要請品目と最終要請品目の決定 

2006 年度の要請品目については、2005 年 8 月に提出された要請書では表 4-2 のとおり、2 種

類のトラクターとそれぞれの作業機、コンバインハーベスター、ジャガイモ播種機及び収穫機、

フォダーカッター及び自動脱穀機等であった。 

しかしながら、本現地調査において確認したところ、農業灌漑省は、2004 年度の 2KR での配

布段階において、全国から 600 を超えるトラクターの購入要請があったため、農家のトラクタ

ーに対する需要が非常に高く、2004 年度と同様の配布方法、販売価格の設定をすれば、小規模

農家に対する裨益効果は非常に高いと判断し、調達する品目を絞ってトラクターのみの要請に

したいという希望を出した。また、2004 年度は 70 馬力クラスを調達したが、農業灌漑省の調査
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によれば、小規模な農家にとっては農地の規模に適した若干小さめの 50 馬力クラスの需要が大

きく、価格も安価に設定できることから農家の購買力の面からみても適当であるとの判断によ

り、仕様を変更したい旨要請があった。 

 

表 4-2 当初要請機材リスト 

No. 品　名 数量

1 乗用トラクター（4WD、45-55HP） 150 台

2 タインカルチベーター、7刃 150 台

3 モルドボードプラウ、2連 150 台

4 乗用トラクター（4WD、68-75HP） 150 台

5 タインカルチベーター 150 台

6 ディスクプラウ 150 台

7 コンバインハーベスター 4 台

8 ジャガイモ播種機 100 台

9 ジャガイモ収穫機 100 台

10 施肥播種機 100 台

11 フォダーカッター 100 台

12 自動脱穀機 100 台 

（出典：農業灌漑省）  

        

なお、プラウやカルチベーター等の作業機については、国内民間市場においてトルコ製やベ

ラルーシ製の作業機を比較的安価に購入することができ、それぞれの農地の土壌条件や栽培作

物により農家が必要とする作業機は異なり、資金面等の事情からトラクターと作業機を同時に

購入しない農家も多いことから、農業灌漑省は、本要請品目から作業機を外すことを希望した。

さらに、スペアパーツに関しても、2004 年度同様、限られた予算の中でできるだけ多くのトラ

クターを農民に提供するべく、本体と同時の調達を希望しない旨要請があった。 

以上により、現地調査議事録にて確認した要請品目及び数量は下表のとおりである。 

 

表 4-3 最終要請機材リスト 

品目 数量 対象作物 調達適格国 

乗用トラクター (4WD, 45-55 HP) 502 台 穀物、ジャガイモ、マメ類 DAC 

（出典：農業灌漑省） 

 

2) 要請品目・数量の妥当性 

今回の現地調査における先方実施機関との協議の結果、本年度の 2KR における要請品目は乗

用トラクター50 馬力クラス 1品目となった。 

「イ」国内では主要な農業機械 5 の国内生産は行われておらず、農業機械の調達は全て輸入

に依存している。農業機械を輸入するルートとしては、2KR による調達と民間ディーラーによる

コマーシャルベースの輸入に大きく分けられる。民間のディーラーは、農業灌漑省を含む官公

                                            
5 一部農業機械（作業機）の組み立て工場は存在する。 
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庁や一般農民向けに農業機械、建設機械及び自動車等を主に販売するディーラーが国内に複数

社存在している。 

表 4-4 に「イ」国内の農業用トラクターの稼働台数及び輸入状況を示す。これによると、ト

ラクターについては､2002 年までは毎年 900 台前後が輸入されていたが、2003 年と 2004 年は輸

入量が大幅に減少している。これは、表 2-5 で示した降水量の減少に起因する主要食糧作物の

生産量の低下とも一致しており、農業の活況または不況が農業機械の輸入量を左右するという

こともできる。 

一方、2KR では 2000～2002 年の 3 年間においては、数十台単位で調達されており、これは全

輸入台数の 5～10％に相当し、2KR による調達数量が「イ」国全体の輸入において一定の割合を

占めていることが確認できる。 

 

表 4-4 トラクターの保有及び輸入状況 6 

（単位：台）     

年
稼働台数

a

輸入台数

b

2KRによる調
達台数

c

保有台数と
の比率
c/a

輸入台数と
の比率
c/b

1999 5,954 900 15 0.3% 1.7%
2000 6,340 950 50 0.8% 5.3%
2001 6,500 920 90 1.4% 9.8%
2002 6,500 891 83 1.3% 9.3%
2003 6,500 600
2004 6,500 490

127 1.0% 11.7%
 

（出典：2KRによる調達台数を除き FAOSTAT）     

 

「イ」国全体のトラクター稼働台数は 6,500 台前後で推移しているが、国内生産はないため、

毎年 500～1,000 台ほど輸入される数量の増加分と老朽化により使用不可能となるトラクターの

台数がほぼ均衡していると考えられる。しかしながら、この 6,500 台というトラクターの稼働

台数が国内の需要を満たしているというわけではない。これは前述したように、｢イ｣国のトラ

クター1 台あたりの耕地面積が 236.46ha/台であるのに対し、近隣国のエジプト共和国が

32.58ha/台、シリア・アラブ共和国が 51.13ha/台及びヨルダン・ハシュミット王国が 43.03ha/

台であることからも「イ」国のトラクター普及率の低さは明らかであり、農家からの聞き取り

調査においても、トラクターの購入を希望する農家が数多く存在することが確認されている。 

また、2004 年度の 2KR によって調達され、一般農家向けに販売されたトラクター103 台につ

いても、一括前払い方式で販売したにもかかわらず、実際に販売を開始した 2006 年 8 月から 3

ヶ月間で全数量の支払いが完了しており、そのニーズの高さが窺われる。 

さらに、農業灌漑省は今回の要請数量の根拠として、2004 年度の 2KR 調達のトラクター販売

時に購入希望を募ったところ合計 612 の農家及び農業協同組合から購入希望があったこと（表

4-5「2004 年度 2KR 調達トラクターの配布状況」参照）を挙げており、購入希望台数と前回の販

売台数を考慮して 502 台という数量を要請している。 

                                            
6 表中の「輸入台数」内に2KR 調達台数が含まれていると推定される。なお、2003 年度は 2KR未実施のため、2004

年度実績にて 2003年、2004 年の保有台数及び輸入台数との比率を算定した。 
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仮に、502 台全量を調達し、トラクターの稼働台数が 6,500 台から 7,000 台に増加したとして、

トラクター1 台あたりの耕地面積を計算すると、約 220ha/台となるが、依然として周辺国と比

較して普及率は低く、農業機械化の余地は将来的にも大きいと判断される。 

全国の農家のトラクターに対する需要を具体的な数字で表すことは困難であるが、以上のよ

うな状況からも、同国におけるトラクターの需要は確実に存在することが確認できるとともに、

今回の要請数量も妥当であると判断される。 

表 4-5 に 2004 年度の 2KR 調達で調達されたトラクターの配布先の選定及び 2006 年 9 月末時

点での配布状況を示す。 

 

表 4-5 2004 年度 2KR 調達トラクターの配布状況 

No. 州名 購入希望数量 各州選定数量 最終選定数量 配布済数量 残量

1 ホデイダ 70 台 39 台 15 台 15 台 0 台
2 サナア 35 台 30 台 8 台 8 台 0 台
3 ハッジャ 39 台 14 台 9 台 9 台 0 台
4 アムラン 29 台 19 台 7 台 7 台 0 台
5 マリブ 31 台 11 台 5 台 5 台 0 台
6 ダマール 64 台 35 台 7 台 7 台 0 台
7 ジャウフ 19 台 10 台 5 台 5 台 0 台
8 バイダ 22 台 14 台 4 台 4 台 0 台
9 アビヤン 26 台 12 台 4 台 4 台 0 台
10 タイズ 44 台 23 台 5 台 5 台 0 台
11 シャボワ 22 台 12 台 3 台 3 台 0 台
12 イブ 35 台 10 台 5 台 5 台 0 台
13 ハドラモウト 15 台 8 台 4 台 4 台 0 台
14 サダア 48 台 18 台 4 台 4 台 0 台
15 ラハジ 16 台 12 台 3 台 3 台 0 台
16 マホイト 31 台 6 台 3 台 3 台 0 台
17 アデリア 12 台 6 台 3 台 3 台 0 台
18 ライマ 14 台 6 台 3 台 2 台 1 台
19 サナア市 18 台 7 台 2 台 2 台 0 台
20 マハラ 13 台 6 台 2 台 2 台 0 台
21 アデン 9 台 5 台 2 台 2 台 0 台

州小計 612 台 303 台 103 台 102 台 1 台

22 ジャガイモ種子公社 3 台 3 台 0 台
23 種子増殖公社 3 台 0 台 3 台
24 リサバ酪農場 1 台 1 台 0 台
25 ソルダッド農場 2 台 0 台 2 台
26 農業サービス公社 3 台 3 台 0 台
27 農業灌漑省地方事務所 12 台 6 台 6 台

国営農場等小計 24 台 13 台 11 台

合計 127 台 115 台 12 台  
（出典：農業灌漑省） 

 

次に、要請品目の仕様に関し、2004 年度に調達した 70 馬力クラスに代えて、50 馬力クラス

のトラクターを要請している。これは、より一層小規模農家を対象とする販売を企図した際に、

小回りの効く中型のトラクターが使い勝手がよい上に、農民の購買力から見ても適しているこ

とが理由となっている。今回の現地調査中に聞き取り調査を行った結果においても、農家や FAO

の事務所長等が、山がちな地形で農地の区画が小さい地域が多い「イ」国では、50 馬力クラス

のトラクターが適していると述べており、今年度の 2KR でトラクターの仕様を 50 馬力とするこ

とは妥当であると判断される。 
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3) 対象地域及び対象作物 

2006 年度の 2KR の対象作物はコムギ、ソルガム、ミレット、トウモロコシ、オオムギの穀物、

ジャガイモ及びマメ類であり、これら対象作物は全国的に作付されているため、対象地域は全

国となっている。 

第 2 章でも記述したとおり、今回の対象作物はいずれも、「イ」国において国民の主要食糧

作物として位置付けられている。特に、主要な穀物であるコムギについては、国内生産量が国

内消費量の約 6％に過ぎず、ほとんどを輸入に依存している。また、トウモロコシについても、

国内生産量は同消費量の約 17％でコムギほどではないが、輸入量が多い。これに対し、農業灌

漑省は「イ」国の食糧の安全保障を図るためにも、主要食糧作物の国内生産量の増大を図るこ

とが重要と判断し、2KR の対象作物についても主要食糧作物全般としており、「イ」国の農業開

発計画とも合致しているため、対象作物として妥当であると判断される。 

また、農業灌漑省は同国国民の主要食糧作物であるこれら作物の生産性を全国レベルで向上

させることを目的として、対象地域を全国とし、広く農業機械を配布することを企図している。

「イ」国における貧困は地域に偏りなく全国的広がっており、地域を限定することなく生活レ

ベルの向上が求められることから、本 2KR についても対象地域を全国とすることに意義がある

と判断される。 

 

(2)  ターゲットグループ 

2004 年度の 2KR においてトラクター購入希望者を募ったところ、表 4-5 において示したとおり、

全国で 612 の農家及び農業協同組合からの申請書の提出があり、各州事務所で 303 件に絞ったの

ち、農業灌漑省本部に提出された。そのうち、103 の申請者が配布先として選定されたが、残りの

希望者については、引き続きトラクターの購入を希望している。農業灌漑省は、新規 2KR が実施

された場合にも、2004 年度と同様の手続きによりトラクターを販売することを計画しており、特

に販売先の決定に関しては、希望者が提出する申請書の農場の規模、栽培作物の面積、収穫量、

年間の収入等のデータを精査し、小規模農家を優先的に選定することを計画している。 

また、トラクターを購入した農家は自ら所有する農地の耕作が完了したあと、周辺の農家にト

ラクターを貸出すことが一般的であり、そうした周辺の農家についても本 2KR の二次的なターゲ

ットとして位置づけている。 

 「イ」国政府が配布対象とする農家は国内の全農家戸数のうちの約 86％を占める耕作面積 2ha

未満の農家であり、2KR が対象とする貧困農民に該当するため妥当であると判断される。 

 

(3)  スケジュール案 

今回要請の対象作物の栽培地域は北部の高地から南部の低地と広範囲にわたっており、またこ

れらの地域には標高差もあることから、作物の栽培サイクルは多様である。このため、「イ」国

における農作業は全国レベルで見れば、作業の内容は異なるものの、何らかの作業が通年で発生

しており、トラクターなどの農業資機材の需要は 1年を通して存在する。 

以上のような状況のため、「イ」国においては農業機械の供給時期に関して、その時期を限定

する必要はないと「イ」国側（農業灌漑省計画・調整局）は回答した。この点に関して「イ」国

側の判断は妥当と判断される。 
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(4)  調達先国 

2KR 資機材の調達先国に関する「イ」国側の要望は、基本的に DAC 加盟国からの調達であるが、

2004 年度については、トラクターとその作業機に関しては DAC に加え、トルコについても調達先

国として要望していた。その理由は、「イ」国においてはトルコ製トラクターがコマーシャルベ

ースで普及しており、これら機械の品質に何ら支障がないことというものであった。 

しかし、今回、現地調査において再度「イ」国側の希望を確認したところ、トルコ製のトラク

ターについては、一部農業機械ディーラーから提案のあったチェコ製、ポーランド製も同様に、

その全てが品質面で保障されているわけではなく、一部粗悪な製品も国内で流通しているとのこ

とであり、2KR においては、価格の面もさることながら、より品質がよく、耐久性の高い機材を調

達することを重視したいとのことであった。したがって、今年度の調達先国については、DAC 諸国

とすることで合意し、協議議事録にて確認した。 

 

4-4 実施体制及びその妥当性 

(1) 配布・販売方法･活用計画 

1) 配布数量、価格及び配布機関の決定 

2006 年度の 2KR において調達される機材の配布経路及び配布方法を図 4-2 に示す。 

 

③見返り資金の
積み立て

業務委託

①代金支払 ②機材配布 　　無償配布

農業灌漑省
地方事務所

農民・農業協同組合・種子増殖公社等

農業ｻｰﾋﾞｽ公社

（PCAS)

農業協同組合信用銀行

（CACB）

農業灌漑省

（MAI)

イエメン中央銀行

見返り資金口座

 
図 4-2 2KR 調達における機材の配布経路及び配布方法 

（出典：農業灌漑省） 

 
資機材の配布については、案件の実施が決定した後に農業灌漑省に組織されるステアリング

コミッティにより、2004 年度同様、耕地面積や対象作物の耕作面積の割合に応じて、各州に対

する配布数量が決定される。 

また、農業灌漑省は、配布数量の決定に併せて、国内市場における同仕様のトラクターの販

売価格を調査し、日本側と合意した見返り資金の積立義務額及び販売対象の農業機械の数量等

を勘案した上で、トラクターの販売価格を決定する。なお、2004 年度に調達したトラクターに

ついては、国内市場の約半額であったことから、2006 年度も半額程度で販売されることが想定

される。 

さらに、農業灌漑省は、各州の配布数量及び販売価格の設定と平行して、配布を担当する機

関の選定を入札により実施する。入札の参加者は、過去の 2KR において資機材の配布販売を実

施した経験のある公的な機関としており、2004 年度については、農業サービス公社、農業協同
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組合信用銀行及び農業協同組合連合の 3社が参加した。 

 

2) 販売対象農家及び農業協同組合の決定 

農業灌漑省は、配布数量、価格及び配布機関の決定後、販売先を決定する手続を行う。まず、

各州の農業灌漑省の地方事務所、農業サービス公社、農業協同組合信用銀行、農業協同組合連

合の支店、及び新聞、テレビ等を通じてトラクターの販売を公示する。購入を希望する農家は

農場の規模、栽培作物の面積、収穫量、年間の収入等を記入した所定の申請書を農業灌漑省の

地方事務所に提出する。申請書には農業灌漑省の地方事務所、農業サービス公社又は農業協同

組合連合のいずれかの確認署名が必要となっている。 

 期限内に提出された申請書は、まず農業灌漑省の地方事務所において審査され、半数程度に

絞られた後、農業灌漑省本省に送付され、ステアリングコミッティにおいて、審査、選定をし

た上で、配布先が決定される。審査においては、農民の購買力についても判断するが、今年度

については、特に小規模農家を優先的に選定することとしている。 

配布先が決定すると、選定された農家、農業協同組合及び資機材配布担当機関に通知され、

購入者はトラクターを受け取るために、一括前払いにより農業協同組合信用銀行に代金を支払

わなければならない。 

代金を支払った農家は、その年度の配布担当機関（2004 年度は農業サービス公社）から領収

書と引き換えに機材を受け取る。農業サービス公社の倉庫があるホデイダ周辺の州の農家につ

いては、直接倉庫まで機材を受け取りに訪れるが、遠方の地域については、資機材配布担当機

関が各州都まで機材を輸送する（この費用は農業灌漑省の委託費に含まれる）。 

 

(2) 技術支援の必要性 

2KR によって調達された機材の購入者の所在、使用状況などに関する情報は、配布担当機関

（2004 年度は農業サービス公社）とともに、農業灌漑省の地方事務所や農業普及センターによっ

て把握されている。個別機材の修理など維持管理にかかる実務的なフォローアップは、所有者に

よる責任であるとの認識の下、実施機関による特段の支援は行なわれていないのが現状である。

つまり、農家への販売においては、コマーシャルベースの販売と同等の扱いとなっており、基本

的には機械の購入者による責任管理が原則となっている。この場合、必要となるスペアパーツ等

の消耗品は、配布担当機関が購入者からのニーズに基づき、メーカーの「イ」国内の代理店を通

じて入手し、供給を行なうこととなっている。なお、これらの販売に携わる配布担当機関は、

2KR 以外で調達した農業資機材の販売以外にも独自にコマーシャルベースにて農業機械、肥料な

どの資機材を輸入・販売する実績を有することから、その実施能力については特段問題がないと

判断される。また、機械の使用方法などの技術指導に関しては、全国に農業灌漑省の農業普及セ

ンターが存在しており、これらセンターの普及員によって行なわれる計画となっている。 

今回の現地調査の一環として地方の農家を訪問した際にも、この普及員が農家を訪問しており、

機械の使用方法だけではなく、作物生産にかかる全般的な技術指導が行なわれていることを確認

している。 

農業灌漑省の農業普及員及び配布担当機関については、農業機械（トラクター）に関する十分

な経験と技術を有しており、「イ」国政府からの技術支援に関する要請はあがっていない。した

がって、ソフトコンポーネント等による技術協力の必要性は今のところないと思われる。 
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なお、トラクターの操作方法や通常の維持管理については、引渡時に農業サービス公社から説

明、指導がなされているが、トラクターの購入者に対するヒアリングにおいて、購入者が農業灌

漑省の 2KR 担当者に対して、オイル交換のタイミングや量に関して確認している事例も見受けら

れ、購入者は必ずしも維持管理方法を完全に理解しているわけではないことが窺われた。そのた

め調査団より農業灌漑省に対しては、より一層の購入者への指導の充実を図るよう申し入れた。 

 

(3) 他ドナー・他スキームとの連携の可能性 

「3-3 ヒアリング結果」の項でも述べたように、「イ」国における 2KR に対する他ドナーや

国際機関の評価は全般的に高く、2KR の拡大や継続を求める声が聞かれた。特に 2004 年度の 2KR

で採用した販売方式は、農民が安価で農業機械を購入できる上、見返り資金の積立も確実になさ

れることから評価が高い。 

FAO や世銀などでは、「イ」国農業の大きな課題の一つである水資源の有効利用、灌漑農業の

開発方面での支援プロジェクトを中心に実施しており、直接農業機械を調達するプロジェクトは

現時点では存在しない。しかしながら、農業の発展への協力は全てのドナーの共通の課題となっ

ており、2KR で調達された機械や見返り資金を活用して建設されたダムや水門を他のドナーの協

力の中で活用するということも、今後行われることが予想される。 

また、わが国の他スキームとの連携としては、農業灌漑省の技術者が日本やエジプトにおいて

研修を受けており、技術を習得した研修員が農業普及員として 2KR で調達した機材の有効活用や

維持管理の指導を行っている。 

 

(4) 見返り資金の管理体制 

1) 管理機関 

2KR における見返り資金の監督機関は農業灌漑省であり、実際に販売代金の回収及び積立てを

行なうのは農業協同組合信用銀行となっている（図 4-2「2KR 調達における機材の配布経路及び

配布方法」を参照）。 

 

2) 積立て方法 

2KR によって調達された資機材を購入する農家や農業協同組合への引渡しは、支払いの完了が

条件となっており、農業協同組合信用銀行が支払いを完了した農家に対し領収書を発行する。

回収された販売代金は、農業協同組合信用銀行の 2KR 専用口座に積み立てられ、全ての販売対

象機関の支払いが完了し、農業灌漑省が農業協同組合信用銀行へ資金移動の依頼を行うまで、

同口座に保管され、依頼後、イエメン中央銀行の見返り資金口座に送金されることとなってい

る。この資金回収及び送金に関し、農業協同組合信用銀行は一切の手数料を受け取っていない。

2004 年度の 2KR により調達されたトラクターは、前払いにより資金の回収も完了しており、見

返り資金の義務額の積立も完了できる見込みである。 

一方、2001 年度以前の調達資機材に対する見返り資金の積立は、機材を受領した政府系機関

（種子増殖公社、ティハマ開発公社、北部開発計画等）から直接イエメン中央銀行の見返り資

金口座に振り込まれている。 

後者の具体例は農業灌漑省傘下の種子増殖公社へのコンバインハーベスターの配布であり、

この場合には農業灌漑省と同公社の間で年間支払義務額が決定され貸与契約が結ばれる。同公
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社は、農業灌漑省から契約貸与されたコンバインハーベスターを付属の農場での収穫作業に使

用する他、同種子公社と種子の契約栽培をする農家の刈り取りに有料で供することで、使用料

金を回収し、この回収代金を農業灌漑省への支払に充てている。 

 

3) 見返り資金プロジェクト  

本現地調査時における 2KR 見返り資金の積立状況及び 2006 年 9 月末現在のイエメン中央銀行

の見返り資金口座残高は、それぞれ表 4-6 及び表 4-7 に示すとおりである。 

 

表 4-6 2KR 見返り資金積み立て実績（2006 年 9 月 30 日現在） 

1979～
1997

7,450,000,000 - 等価 1,741,117,161 242,057,229.40
1015-0010060

中央銀行
13.9% 240,689,170.54 1,368,058.86 - -

1998 650,000,000 599,396,930 3分の2 464,297,901 42,672,827.00
1039-0010060

中央銀行
9.2% 107,454.12 42,565,372.88 1998/11/26 2002/11/25

1999 650,000,000 575,742,323 3分の2 509,570,515 1999/7/31 2003/7/30

2004 300,000,000 134,483,000 2分の1 240,066,990 0.00
1093/10235
中央銀行

0.0% 0.00 0.00 2005/3/8 2009/3/7

合計 10,150,000,000 - 3,454,796,539 1,259,473,319.74 36.5% 470,137,889.00 789,335,430.74

案件
年度

E/N 額
（円）

FOB 額
（円）

積立義務額設
定基準（ベー
スはFOB額）

積立義務額
（YR)

口座番号
積立率
（%）

2005/8/12

2004/12/2

378,640,122

積立期限
積立額
（YR）

2000/12/3

支出額
（YR)

残高
（YR)

E/N 日

229,341,264.34

411,118,121
政府間
合意方式
（等価）

2001/8/13

974,743,263.34121,103,850495,863,950
政府間
合意方式 745,401,999.00

1041-0010060
中央銀行

96.6%2000 600,000,000

2001 500,000,000

 

（出典：農業灌漑省） 

 

表 4-7 2KR 見返り資金口座残高（2006 年 9 月 30 日現在） 

（単位：YR） 

1015-0010060 1,368,058.86 0.00 0.00 1,368,058.86

1039-0010060 42,565,372.88 0.00 0.00 42,565,372.88

1041-0010060 755,772,214.00 138,626,373.00 148,996,588.00 745,401,999.00

合計 799,705,645.74 138,626,373.00 148,996,588.00 789,335,430.74

9月30日現在
残高

口座番号
1月1日現在

残高
入金額

（1/1～9/30)
出金額

（1/1～9/30)

 
（出典：農業灌漑省） 

 

現在 2KR の見返り資金口座は中央銀行に 4 つの口座が存在し、それぞれ 1997 年度以前用の口

座、1998 年度用の口座、1999 年～2001 年度用の口座及び 2004 年度用の口座となっている。前

2 口座については、現在は入金も出金もない状態が続いており、積立率についても、13.9%と

9.2%という低い水準に留まっている。しかしながら、1999 年～2001 年度用の口座については、

農業灌漑省が合計約 YR 600,000,000 の予算措置をして見返り資金を積み立てたこともあり、

96.6%の積立率となっている。この口座（1041-0010060）については、引き続き対象年度に機材

を受領した政府系機関（種子増殖公社、ティハマ開発公社、北部開発計画等）からの支払いが

継続しているとともに、見返り資金の使途協議を経たプロジェクトの実施費用にも充てられて

いる。 
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また、2004 年度の見返り資金口座となっている口座については、未だ入金がされていないが、

販売資金を回収している農業協同組合信用銀行の口座には 2006 年 10 月 17 日の時点で YR 

244,249,000 の積立てがあり、これは 2004 年度の積立義務額である YR 240,066,990 にほぼ達し

ている。農業灌漑省は早急に資金をイエメン中央銀行に移動することを予定している。 

次頁の表 4-8 に 2006 年の見返り資金の入金及び出金状況を示す。入金とともに、それ以上の

出金があるため、残高は増えていない。 

 

表 4-8 2006 年の見返り資金の入出金状況(口座番号 1041-0010060) 

  （単位：YR）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：農業灌漑省） 

 

次に、2004 年度以降に使途協議を行い、日本側の承認を得たプロジェクトの一覧及び 2006 年

9 月 30 日での進捗状況を表 4-9 に示す。 

 

表 4-9 見返り資金プロジェクトの実施状況（2004年度以降） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：農業灌漑省） 

 

「イ」国では、2004 年度以前に承認され実施されたプロジェクトが 13 件あり、それらの実施

日付 入金 出金 件名 残高

2006/1/1 755,772,214.00       

2006/1/25 10,248,300.00      アビヤン州灌漑用水門建設 745,523,914.00       

2006/1/28 5,114,592.00        種子増殖公社種子倉庫建設 740,409,322.00       

2006/2/5 40,477,692.00      アムラン州ダム建設 699,931,630.00       

2006/3/21 9,223,470.00        アビヤン州灌漑用水門建設 690,708,160.00       

2006/3/21 13,376,373.00   種子増殖公社からの入金 704,084,533.00       

2006/3/21 35,000,000.00   北部開発計画からの入金 739,084,533.00       

2006/3/21 55,000,000.00   ティハマ開発公社からの入金 794,084,533.00       

2006/3/21 35,000,000.00   北部開発計画からの入金 829,084,533.00       

2006/4/16 250,000.00        北部開発計画からの入金 829,334,533.00       

2006/5/2 10,504,553.00      アビヤン州灌漑用水門建設 818,829,980.00       

2006/6/13 12,810,329.00      アビヤン州灌漑用水門建設 806,019,651.00       

2006/6/20 43,187,558.00      アムラン州ダム建設 762,832,093.00       
2006/7/25 17,430,094.00      種子増殖公社種子倉庫建設 745,401,999.00       

合計 138,626,373.00 148,996,588.00    

プロジェクト名 日本側承認金額 支出済み金額 執行残高 契約日 状況

1 アビヤン州灌漑用水門建設 YR 70,314,725 YR 63,283,252 YR 7,031,473 2005/2/7 終了

2 アムラン州ダム建設 YR 121,275,000 YR 119,007,609 YR 2,267,391 2005/3/2 終了

3 種子増殖公社種子倉庫建設 YR 50,000,000 YR 43,151,842 YR 6,848,158 2004/12/13 建設中

4 ダマール州農業普及センター建設 YR 12,000,000 YR 0 YR 12,000,000 2005/11/12 建設中

5 マハラ州のアルジャジラダムの建設 YR 200,000,000 YR 0 YR 200,000,000 *2006/2/19 未実施

6 農業情報普及センター用資機材調達 US$ 50,000.00 US$ 0.00 US$ 50,000.00 *2006/4/22 未実施

合計 YR 453,589,725 YR 225,442,703 YR 228,147,022

US$ 50,000.00 US$ 50,000.00 *は日本側承認日
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による見返り資金の使用金額の合計は YR 244,695,186 となっている。プロジェクトの内容は、

灌漑水路の水門の建設、農業普及センターの建設、道路の建設、農業事務所の建設となってお

り、その全てが農業分野への使用となっており、使途としては妥当な内容と判断される。 

また、表 4-8 で示したとおり、2004 年度以降の見返り資金プロジェクトとしては、6 件が日

本側から承認されており、引き続き灌漑用のダムや水門の建設及び農業普及センターの建設や

整備、さらに種子増殖公社の種子倉庫建設に活用されており、プロジェクト管理や資金管理も

農業灌漑省により適正に実施されている。 

 

 4) 外部監査体制 

「イ」国政府内には通称 COCA（Central Organization for Control and Auditing）と呼ばれ

る監査機関が存在し、「イ」国政府が係わる案件については、案件の要請から実施に至る広範

囲にわたって同機関による監査が行なわれている。この監査組織 COCA は大統領府直轄の組織で

あり、定期的に報告書が作成され、大統領府に提出されている。日本国政府からの援助案件も

この例外ではなく、2KR はもとより他の案件においても同様の監査が行なわれている。しかしな

がら、同監査機関によって作成された報告書は大統領府に提出されるものの、一般には公表さ

れず、この点においては必ずしも広く透明性が確保されてはいない。 

2004 年度の 2KR の見返り資金の監査については、COCA により選定される民間の監査会社によ

り実施されることが決定しており、現在その会社を選定中である。農業灌漑省は、新規 2KR が

実施された場合においても、同様の手続により監査会社の選定と監査の実施を行うこととして

いる。 

 

(5) モニタリング評価体制 

1) モニタリングと評価体制 

2KR により調達された資機材は、既に述べた通り、一般農家などへの販売と政府系組織への配

布に大別される。 

前者の場合にはエンドユーザーが不特定多数の一般農家となることから、販売後のモニタリ

ングを含めた評価を行なうことは必ずしも容易ではないものの、農業灌漑省が全国に有する普

及センターなどを通じて、末端におけるモニタリングを行なうとしている。しかしながら、末

端で収集した情報は必ずしも、2KR の実施機関である農業灌漑省へは報告されておらず、この点

における改善が必要となっている。 

後者の政府機関への機材の配置については、配布対象機関が農業灌漑省の傘下機関であるこ

と、また配布機関の数も少なく限定されていることから、その現状は概ね農業灌漑省によって

モニタリングされているものの、その評価という点においては定量的、定性的な評価は行なわ

れておらず、その改善が求められる。 

なお、調査団よりモニタリング報告書のサンプルを先方に渡し、モニタリング調査の必要性

を説明し、サンプルに沿った形でのモニタリングの実施を求めたところ、「イ」国側はモニタ

リング体制の整備を進めることを約束し、基本的にその実施につき了解した。 
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2) 政府間協議会と 2KR 連絡協議会 

2KR の実施を効果的に行なうため、「イ」国では年 1 回、「イ」国政府代表と我が国政府との

間で、次の事項について協議を実施している。 

 2KR により調達された農業資機材の被援助国における配布・活用状況 

 見返り資金の積立て状況 

 見返り資金の有効活用に資する使途についての意見交換 

 2KR 援助及び見返り資金による事業に関する広報 

 その他の事項 

最近の協議会は 2006年 2 月に実施されている。 

なお、「イ」国では政府間協議会に加え、年 3 回の 2KR 連絡協議会を、関係機関（財務省及

び計画国際協力省）を交えて実施し、政府間協議と同様の事項について協議することに同意し

ており、モニタリング体制を強化することに前向きの姿勢を示している。 

 

(6) ステークホルダーの参加 

農業灌漑省の外郭団体である農業サービス公社、農業協同組合連合及び農業協同組合信用銀行

については、ステアリングコミッティの一員であるばかりでなく、資機材の配布機関、そして、

アフターセールサービス機関と連携をしながらプロジェクトが実施される。他のステークホルダ

ーについては、直接の連携は無いものの、FAO をはじめとする他ドナーも 2KR におけるトラクタ

ーの輸入、農民への販売による農業機械化の促進については、高く評価しており、継続を期待し

ている。 

農業灌漑省としては、可能な限り 2KR 援助の内容を、ステークホルダーを始めとする一般大衆

に公にすることにより、2KR についての知名度を上げると共に、実施に際し政治的な思惑の入り

込む余地を無くしたいとの狙いを有している。 

 

(7) 広報 

2KR の広報については、本体の機材の引渡し式や農業展示会の機会を活用して、新聞や TV、ラ

ジオ通じて行っており、農民の認知度も高い。また、本調査団と「イ」側との間で協議議事録

（M/D）に署名する際には、新聞社及びテレビ局が取材に訪れており、日本国からの援助への関

心と期待の高さが窺われるとともに広報に対する「イ」側の配慮の高さが確認された。また、今

年の 5 月に実施された農業展示会においては大統領も参加し、2KR で調達されたトラクターとと

もにテレビでその様子が放映された。 

 

 (8) その他(新供与条件について) 

調達代理方式に関しては 2004 年度の 2KR において既に実施しており、「イ」国側もそのメリ

ットについて理解するとともに、より一層迅速な調達手続の実施を望んでいる。 
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第 5 章  結論と課題 

5-1 結論 

｢イ｣国では人口増加によりますます主要食糧作物への需要が高まる一方、生産量は降雨量不足

等、過酷な自然環境という外部要因の影響によって年により大きな変動がある。このため、主食

であるコムギをはじめとする食糧の多くを輸入に依存しているのが現状である。これに対し、

「イ」国政府は、灌漑システムの整備と改善に力を入れるとともに農業機械の導入による農作業

の効率化を図ることで、食糧増産及び需給バランスの改善に努めている。 

しかしながら、「イ」国内ではトラクターをはじめとする農業機械の生産は行なわれておらず、

ほとんどの農業機械は輸入に依存しており、依然として同国内のトラクターの普及率は周辺国と

比較しても低い状況にある。今後、「イ」国の農業分野における機械化を促進し、農業生産を拡

大するためには、農家がトラクターをはじめとする農業機械を購入しやすい環境を作る必要があ

り、この点で我が国の 2KR による農業機械の調達は同国の農家にとって重要な農業機械の供給源

となっている。 

一方、2004 年度の 2KR に関しては、「イ」国側の実施体制の見直しにより新たにステアリング

コミッティが組織され、農業灌漑大臣の下、これまでの 2KR に関係してきた各機関が参加し、過

去の問題点を反省、見直しすることにより、公平で透明性の高い資機材の配布が実施された。新

たな販売方式では、小規模農家がトラクターを購入することができるように販売価格を市場価格

の約半額に設定したため、販売開始から 3 ヶ月で農家からの支払いが全て完了し、配布がほぼ終

了している。農業灌漑省は 2006 年度の 2KR に関しても、2004 年度と同様の運営管理体制及び資機

材の販売方法を採ることとしており、十分その機能を発揮するものと思われる。 

また、見返り資金についても、これまで資機材の販売や貸与により積み立てることができなか

った資金を政府の予算措置により賄っていたものが、新配布・販売方式により、一挙に資金回収

率が向上し、現時点で見返り資金積立義務額を達成している。 

また、2KR で積み立てられた見返り資金を使用して、小規模ダムや灌漑用水門の建設などが行な

われており、これらは 2KR の間接的効果として地域の農民より高い評価を得ている。 

以上のように、「イ」国における農業を取り巻く環境と 2KR による農業生産に対する直接かつ

間接的な効果に鑑み、同国に対する 2006 年度の 2KR 支援の必要性及び重要性は充分にあると結論

づけられる。 

 
5-2 課題/提言 

「イ」国への 2KR による協力の実施にあたって、援助をより効果的なものとするための課題及

び提言は以下のとおりである。 

(1) アフターセールスサービスの強化 

2004 年度の 2KR は、「イ」国側の努力により、資機材の配布及び見返り資金の積立に関する

実施能力は向上した反面、調達されたトラクターは日本製であり、限られた予算の中でできる

だけ多くのトラクターを農民に提供したいとする農業灌漑省の意向により本体のみを調達した

（スペアパーツを購入しなかった）ため、トラクターの購入者の機材の維持管理及びスペアパ

ーツの購入の不便さが懸念される。今回の現地調査においても、トラクターを購入した農家か

らの聞き取り調査において確認したところ、必ずしも全ての農家が、通常の維持管理作業（オ
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イル交換のタイミングやその量等）についての十分な知識を有しているようには見受けられな

かった。 

農業灌漑省は、農業普及員や機材の配布機関である農業サービス公社に対し、トラクター購

入者への指導を強化するよう指示しているものの、その効果はまだ十分に現れてはいない。 

一方、スペアパーツの供給に関しては、2004 年度に調達したトラクターのメーカー現地代理

店（アフターセールスサービスエージェント）から状況を聴取したところ、メーカーから消耗

品をはじめとするスペアパーツはまだ購入していないとのことであった。「イ」国の 2KR では

スペアパーツの購入は原則としてトラクター購入者の責任としているが、現地にスペアパーツ

が存在することが前提となるため、現地代理店が滞りなくスペアパーツを供給するよう農業灌

漑省に対し購入者と現地代理店との橋渡し役としての可能な限りの調整を依頼するとともに、

協議議事録においてその旨確認した。 

なお、新規要請におけるスペアパーツに関しても、「イ」国側は 2004 年度同様調達を行わな

い予定であるが、今後の「イ」国側の供給体制の整備状況の如何では、将来的に数パーセント

程度のスペアパーツの調達可能性を検討するべきと考える。 

 

(2) 機材の配布先の選定及びモニタリングの強化について 

今回の調査において、「イ」国における 2001 年度以前の 2KR により調達した資機材の在庫は

ないことを確認した。2004 年度の調達機材については、一般農家や農業協同組合に対する販売

は完了しているが、購入先として指定された公的機関の中には、資金不足により調達資金を準

備できず、未だに引取りができない機関もある。これらの機関は、農業機械調達の必要性はあ

るものの、運営経費や必要な技術者不足のため、機材に問題が発生した際に、迅速、適切に対

応することが困難なケースも予想される。 

農業灌漑省は、販売条件の変更（価格の低減や支払い条件の変更）を検討し、早期にトラク

ターの配布を完了する意向を示しているが、機材入手後の機材の適正使用、維持管理に関する

モニタリングを強化し、問題の早期発見と迅速な対応により、調達機材を長期間活用できるよ

う努力する必要がある。なお、この点についても調査団より「イ」国側へその旨強く申し入れ、

協議議事録においても双方確認した。 

 

(3) 他ドナー等との連携 

2KR によって調達される資機材は、一般農家への売却を目的としたものがほとんどであり、あ

る特定のプロジェクトを目的とした機材の調達ではない。このため、資機材を売却、配布した

後のその使用状況や効果などが充分に把握し難い情況にあることは否めない。2KR の実施機関で

ある農業灌漑省は、この点については各地域に展開する同省傘下の農業普及員によって技術的

な指導はもとより、効果の把握まで行なうとしている。確かに、本調査団が地方を調査した際

にもこれらの農業普及員の活動を確認しているが、この部分をより強化し相乗効果を引き出す

ためにも FAO 等との連携を今後、検討すべきであろう。 

また、実際に農業分野で多くのプロジェクトを実施している世銀などのプロジェクトに 2KR

資機材を組み込むことで、更なる相乗効果が期待される。特定のプロジェクトに 2KR 資機材を

投入することで、効果や評価を含めたモニタリングも可能となることから、これら国際機関と

の連携も検討すべきであろう。 
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添付資料 4 

ヒアリング結果 

 

（１） 政府関係者 

農業灌漑大臣 Galal Ibrahim Fakirah 氏 

農業灌漑省は「イ」国の農業生産の拡大、農民の生活の向上、ひいては国家の貧困削減に向

けて努力しているところであり、2KR については農業分野での数少ないドナーからの協力の一

つで、かつ最大のものであり非常に感謝している。できれば毎年支援を実施してもらいたいと

のことであった。 

また、「イ」国の農業においては、生産性の向上のために農業機械、特にトラクターは必要

性が高く、小規模農家についてはその農地を耕すために小さなトラクターが必要とされている。

これは同時に小規模農家の購買力を考慮して、購入可能な価格とすることも重要であるとのこ

とであった。 

 

（２） 過去の 2KRの資機材配布機関 

1) 農業サービス公社長 Abdullah M. Ba-Asher 氏 

農業サービス公社は設立以来 27 年を経過しており、農業資機材の輸入、販売が主要な機能

である。主として、トラクター用作業機、脱穀機、肥料、野菜の種子、殺虫剤、トラクター、

灌漑ポンプのエンジン等を取扱っている。かつては 2KR で調達した資機材の販売を担当して

いた。 

公社長が見るところ、2004 年度の 2KR は非常に公正に透明性をもって実施された。これは

農業灌漑省がステアリングコミッティを組織し、関係各機関全ての参加により、実施された

ことが大きい。ステアリングコミッティでは 2KR の調達機材の活用方針から始まり、配布方

法、配布先、金額までを毎週の会議を 13 回開くことにより、効率的に決定された。配布委託

先の決定に際しても、今年の 4 月に競争入札という公正な方法で実施され、同社が落札した

とのことである。 

同公社の 2004 年度 2KR の配布機関としての役割は、機材の受け取りから配布、その後のサ

ービスまでの全てを含む。具体的には、港から倉庫までの輸送、機材の保管、技術的なガイ

ダンス、購入者への機材、操作方法、維持管理方法の説明、説明書のアラビア語での作成、

倉庫があるホデイダから遠くの地方へのトラクターの輸送、展示会、引渡し式の補助、在庫

管理及び農業協同組合信用銀行への支払い状況の確認、新聞やラジオでのトラクター販売通

知、販売後の使用状況の視察及びアドバイス等である。 

今回のトラクターの購入者のほとんどは小規模及び中規模の農家であり、日本側の貧困農

民支援に合致していると思われる。これらの農家については全て支払いも完了し、配布もほ

ぼ終了しているとのことであった。 

これからの問題としては、日本製のスペアパーツの価格が高いことであるが、中には過去

に調達した日本製のトラクターの部品を使用可能な場合もある。スペアパーツについては、

農業灌漑省の意向により 2004 年度は本体と一緒には購入しなかったが、次回は 10％程度を

一緒に調達してもらいたいとのことであった。 
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「イ」国ではトラクターも不足しているが、水の問題が最も深刻であり、貴重な資源を有

効に活用する必要がある。現在は大小規模のダムを活用した灌漑や氾濫水を利用した灌漑及

びポンプを活用したスプリンクラー灌漑が多いが、ドリップ灌漑の導入も促進する必要があ

るとの認識を示した。 

 

2) 農業協同組合信用銀行（CACB）副社長 Mohammed A. Taki 氏 

副社長は以前、農業灌漑省の財務局長であったため、2KR についてよく理解しており、ス

テアリングコミッティのメンバーでもある。2004 年度の 2KR は過去の反省を踏まえ、改善で

きるところを改善しており、食糧増産という目的を達成していると評価していた。 

CACB は 2KR の調達機材の購入者からの代金の支払い窓口となっている。面会日時点で、

CACB の 2KR 口座の残高は YR 244,249,000 となっており、農業灌漑省の関係機関を除く全て

の農家や組合からの支払いは完了している。これはトラクターの販売価格を市場価格の半額

としたことで、農家にとって非常に魅力的な価格となったためであり、一括払いという条件

でも、トラクターの購入のために金品や車を売却したり、親戚からお金を借りたり、共同購

入したりするなどの努力をしている農家が多いとのことであった。また、CACB はこの業務に

関する一切の手数料をもらっていないとのことである。 

 

3) 農業協同組合連合財務局長 Saleh Mohssen Al-Jomaai 氏 

農業協同組合連合は農業灌漑省からは独立した組織であり、農家の組織化、つまり農業協

同組合活動を促進することを目的として活動している。農民が農業協同組合を組織しようと

すると、まず 31 戸以上の農家を集め、組織の構成、目的等を決定した上で、農業協同組合連

合及び社会関係省に申請を出し、登録されることになる。現在全国に 400 以上の農業協同組

合が組織され、約 24 万の農家が農業協同組合員となっている。これは全農家の約 20％に相

当する。各組合の農家数は、35 戸から 12,000 戸と様々である。各組合は最初の登録時に YR 

5,000 を支払い、組合活動により得た利益の 5％を農業協同組合連合に納める。 

また、一般の組合とは別に特別な目的を持って組合をさらに組織化した特殊組合のような

ものが 4 つ存在する。具体的には、農業資機材組合、灌漑・ダム施設建設組合、乳業組合、

養鶏組合の 4つである。 

農業協同組合連合の活動は農業協同組合員のマーケティング促進、生産物の輸出促進、農

業情報の提供、農業資機材の販売等である。全国各地に 20 の支所がある。例えば、果物の輸

出のうちの 80％は農業協同組合連合を通じて行われている。 

2KR に関しては、配布後の評価をしっかり行わなければならないと強調していた。また、

トラクターは高度や気候、土壌条件等により適する仕様が異なるとともに、農家にとっては

農業普及活動による指導が必要であるとのことであった。 

 
 

4) 農業協同組合連合農業資機材組合（GCAAI）長 Mohamed Aid Al-Nuseiri 氏 

GCAAI は農業協同組合連合傘下の目的特化組合の一つであり、農薬、肥料、種子、農業機

械の輸入、販売及び機械の維持管理サービスの業務をしている。GCAAI の会員は 52 の農業協

同組合の約 14 万の農家である。GCAAI の会員は利益の 10％を配当として支給される。農業資
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機材の販売先は会員に限らず一般の農家にも行っている。 

GCAAI は、トラクターについては、ベラルーシ、ウクライナ、トルコ、エジプト、中国及

び英国から輸入し、毎年 100～150 台を販売している。一番の売れ筋はベラルーシ製の 82 馬

力クラスであり、価格は US$ 16,000 である。また、中国製だと US$ 12,000 のものもある。

販売先は 8 割が一般の農家、2 割が農業協同組合であり、GCAAI は機材本体の販売のみならず、

修理、スペアパーツの輸入販売等のアフターセールスサービスがしっかりしていることが特

徴であるとのことであった。 

「イ」国内でのトラクター全販売台数は毎年 400～500 台であり、特に 60-70HP に人気があ

るが、山岳地帯ではより小さなトラクターが重宝するとのことであった。また、2KR は数量

面でも、価格面でも GCAAI の業務を阻害していないとのことであった。 

 

（３） 資機材のエンドユーザー（政府関連機関） 

1) ティハマ開発公社（TDA）長 Sakkaf A. Al-Sakkaf 氏 

TDA は「イ」国の主要な農業生産地であるティハマ平原における水資源と土地の有効活用

及び農業生産の向上を目的として、各種調査や研究とともに、農業普及を行う機関として

1973 年に設立された公社である。 

ティハマ平原は南北に約 400km、紅海沿岸から内陸に約 50km にも及ぶ広大な地域で３州に

またがり、全耕作面積は 93,500ha にのぼる。現在 TDA では約 1,200 人のスタッフを有し、55

ヶ所の農業普及センターが 44,000 農家へサービスを提供している。この地域では、農家は小

規模でも 5ha の農地を有し、20ha でも中規模に分類される。10％ほどの農家が何らかの形

（保有又は借り上げ）でトラクターを利用しているとのことである。 

2004 年度の 2KR で調達されたトラクターについては、ホデイダ州内で 70 戸の農家から購

入希望があり、TDA と農業サービス公社が調整し、農業灌漑本省には 30 件の要請書を出した。

結局そのうち 15 戸（10 台が農業協同組合、5 台が個人農家向け）がトラクターを購入した。

農家は非常に感謝しているとのことであった。 

TDA では過去の 2KR により、5 台のブルドーザー、3 台のホイールローダー、3 台の油圧シ

ョベル及び 1 台のグレーダーを購入した。全 12 台とも今も稼動しており、ダムや水路等の建

設、整備に使用されている。見返り資金の支払いは継続しており、毎年 YR 50,000,000 を中

央銀行に納めているとのことである。 

 

2) ダマール州農業事務所長 Ali Mohammad 氏 

ダマール州には、農業事務所本部のほかに州内に 31 ヶ所の農業普及センターがあり、肥料

や農薬の使用方法の指導、耕作方法の指導等の農業普及活動を 56 人の農業普及員で行ってい

る。 

ダマール州は、穀物とジャガイモの産地であり、人口や農家数も多いが、灌漑用水の確保

が最も大きな問題となっている。農業灌漑省と世銀のプロジェクトによる建設分も含めて、

州内に 143 ヶ所のダムもしくは灌漑用水池が存在する。州内の農家の農地は 0.5ha～5ha のと

ころが多く、32 の農業協同組合があるとのことであった。 
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農業事務所長は、2KR は農家が直接裨益できることが非常にありがたいところであると述

べていた。2004 年度の 2KR については、農民に対しトラクター購入の募集をしたところ、64

件の申請があり、州内で 16 件まで選考した後、農業灌漑省の本省に送付し、結局 8 台の配布

が行われることになった。内訳は、農業協同組合と個人農家が半々である。今回は日本製の

トラクターが手ごろな価格で販売されるとして人気が高かったとのことで、すでに 8 台とも

稼動している。小規模農家は農業協同組合の指導により農民グループを組織して共同購入し

たところもあるとのことであった。 

日本製トラクターの問題点としては、ローカルエージェントがダマール市内にもあるもの

の、当該トラクターのスペアパーツを常時保有しておらず、実際に購入することになると値

段も高くなることが懸念されるとのことであった。 

また、作業機については、農家それぞれの営農形態により、好まれる作業機が異なるとの

ことであった。 

 

3) 種子増殖公社副社長 Abdul Basil Al Agbari 氏 

種子増殖公社は 1997 年に国営会社として設立され、国内の小麦を中心とした優良種子の開

発、生産、保存、販売を目的とする。国内に 5 つの支店と 3 つの農場を有しており、3 つの

農場で合計 500ha の農地がある。従業員は全部で 145 人である。また、契約栽培のために

100 戸の農家と契約しており、全 100ha ほどの農地で種子の委託生産を行っている。 

種子は、コムギが全体の 90％を占め、その他オオムギ、ソルガム、トウモロコシ、ミレッ

トを生産している。合計生産量は約 1,000t 程度である。 

コムギについては、YR 65-75/kg で農家から買取り、YR 13-14/kg のコストを加えて、YR 

80-90/kg で販売している。公社の年間予算は YR 320,000,000 ほどであるが、うち 3 割は農

業灌漑省からの補助金となっている。コムギの国内品種の保存は国家政策であり、輸入コム

ギのほうが安いにもかかわらず、事業は続けなければならないとのことである。 

公社では現在 3 台のトラクターと 2 台のコンバインハーベスターが稼動している。2000 年

及び 2001 年の 2KR で調達した合計 5 台のフィンランド製のコンバインハーベスターについて

は、ベアリングに問題が発生し、たびたび故障している。国内にメーカー直営の代理店が存

在しないため、スペアパーツの入手に手間がかかり、修理に時間がかかるとのことである。 

2004 年度の 2KR で調達したトラクター3 台及びコンバインハーベスター2 台を購入予定で

あるが、購入資金の調達に手間取っており、未だにホデイダの倉庫に保管されている。過去

の資機材の購入代金の支払いも未だに継続しており、今年は YR 13,000,000 を見返り資金口

座に納めた。来年も YR 5,000,000 を支払う予定である。 

なお、在庫となっていた 2000 年度の 2KR で調達した自動脱穀機については、14 台を農業

灌漑省から受入れ、その全てを契約農家のうち成績がいい農家に無料配布したとのことであ

った。 

現在 2KR の見返り資金を活用して、ダマール、マリブ及びラジの 3 支店に穀物倉庫を建設

している。建設費用は 1 ヶ所当たり、YR 21,000,000 である。政府がうち 2 割ほどを負担し

ている。 
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4) ジャガイモ種子公社副社長 Ali Al-Rawdi 氏 

ジャガイモ種子公社は、オランダと「イ」国政府により 1979 年に設立され、1991 年に独

立採算となった、ジャガイモの種子生産、販売を行う公社である。公社は 200 戸の農家との

契約栽培により全 200ha で年間 4,000t の種芋を生産している。農家からは土地を借り上げ、

公社で保有している農業機械により、耕起、砕土、均平、畝立て及び施肥、播種を行う。そ

の後の水管理等については、農家が行う。契約金額は YR 250,000/ha であり、収量は平均で

26t/ha に上る。生産された種芋は YR 6,000/50kg で販売されるとのことである。公社は YR 

400,000,0000 ほどの年間売り上げがあり、採算が十分採れているとのことであった。 

「イ」国内のジャガイモの栽培面積は約 40,000ha であり、16,000～20,000t の種芋が必要

である。そのうち 4,000t を公社で生産している。 

農業機械は 8 台のドイツ製トラクターと 3 台のイタリア製トラクター、そして今回 8 月に

2004 年度 2KR 調達の 3 台の日本製トラクターを購入した。公社としては、種芋の運搬にも活

用可能であるため 80 馬力クラスの大きなトラクターが必要である。2KR のトラクターは金額

的には非常に良かった。品質についてはこれから使用するので現時点ではわからないが、長

く使用したいとのことであった。 

 

5) リサバ酪農場 農場長補佐 Noo H Mohammad 氏 

リサバ酪農場はイギリス人が 1979 年に設立した農場を「イ」国政府が 1982 年に買い取っ

た国営の酪農場である。ただし、経営面でも資金面でも政府からは独立している。 

現在 355 頭の乳牛と若い牛を併せて 670 頭を飼っている。毎日約 5ｔの牛乳を生産し、プ

ラスチックパックにしてサナアやタイズ、アデンに保冷トラック（過去の 2KR により調達し

た）にて輸送販売している。 

現在 40 人の労働者がおり、酪農場のほかに飼料用の農場を 50 ha 有している。トラクター

が 3 台とフォダーカッターが 1 台、給水車（1998 年度の 2KR で調達）が 1 台ある。2004 年度

の 2KR により購入したトラクター1 台については、1 ヶ月前に到着したばかりであるため、特

に問題は起きていない。できればあと１～2 台のトラクターとフォダーカッターを購入した

いとの希望を有していた。 

リサバ酪農場は、年間売り上げが YR 220,000,000 であり、うち純利益が YR 25,000,000 だ

ということである。酪農場としては非常によく整備され、成功している農場である。 

 

（４） 資機材のエンドユーザー（一般農家） 

1) Dhamar Ali 農業協同組合長 Abdullah Ahmed 氏 

Dhamar Ali 農業協同組合は約 500 人の農家（うち女性が約 150 人）で構成され、農地の総

面積は 150ha 以上になる。組合で 4 台のトラクター、1 台のコンバインハーベスター、2 台の

脱穀機、4 台のリーパーを保有し、組合員に優先的に貸し出している。リース料は YR 600/hr

（これは民間平均の YR 1,000/hr よりかなり安い）である。組合としては、種子の販売を行

っており、優良な種子（穀物及びジャガイモ）を組合員から買取り、販売している。また、

組合員に対しては、機械の共同購入を勧めている。 

2004 年度の 2KR で調達したトラクターを組合で 1 台購入したが、日本製ということもあり、

スペアパーツや修理に関し若干心配であると、組合長は懸念を表明していた。 
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2) Al-Hazar 村の農家（ホデイダ州） Ahmad Ahmad 氏 

これまで貯めてきた貯金と家畜を販売することにより、個人で 2004 年度の 2KR のトラクタ

ーを購入した。22ha の農地を有しており、トウモロコシ、ミレット及びスイカを栽培してい

る。トラクターはすでに 336 時間使用されており、自分の農地ばかりではなく、周りの農家

（合計 100ha ほど）に YR 1,200/hr でトラクターを貸し出しているとのことであった。 

日本製のトラクターは、大きさは小さいがパワーもあり、価格も妥当である。今のところ

故障もない。周りの農家は自分が買ったトラクターの様子を見ているが、購入の希望を有し

ているとのことであった。 

 

3)  Hamasia-Zohre 村の農家（ハッジャ州） Muhammad Ali Al-Hadah 氏 

家族で 70ha の農地を有し、トウモロコシ、ソルガム、ミレット、スイカ及び綿花を栽培し

ている。うち 40ha がトウモロコシ畑である。トラクターは 2 ヶ月前に購入したが、すでに

327 時間も使用している。 

トラクターは自分で保有している土地ばかりではなく、周りの農家にタインカルチベータ

ー付の場合は YR 1,500/hr、ディスクプラウ付の場合は YR 1,000-1,200/hr で貸し出してい

る。タインカルチベーターは改良して、播種が同時に行えるようにしたとのことである。 

日本製のトラクターは問題ないし、価格も妥当であった。しかし、ガソリンスタンドが農

場から 70km ほど離れており、燃料タンクが小さい（60ℓ ）ことが問題点であると述べていた。 

また、周りの多くの農家が、購入を希望しているとのことである。 

 

4) Zuhra 村の農家（ハッジャ州） Ahmed Muhammad Tamer 氏 

これまで貯めてきた貯金や家族がもっていた貴金属を売却して、個人でトラクターを購入

した。17ha の農地を有し、トウモロコシ、ソルガム、スイカ、ゴマ等を栽培している。15ha

がゴマ畑であり、7ha がトウモロコシ畑である。トラクターは 2 ヶ月間で 302 時間も使用し

ていた。 

トラクターは自分の土地ばかりではなく、周りの農家に YR 1,500/hr で貸し出している。

前述の農家同様、タインカルチベーターは改良して、播種が同時に行えるようにしている。 

日本製のトラクターは問題ないし、価格も妥当であった。しかしながら、スペアパーツの

購入は難しいと感じているとのことであった。 

周りの少なくとも 3軒の農家が、購入を希望しているとのことである。 

 

全体的な印象として、トラクターを購入した農家は、操作方法は理解しているが、通常の

維持管理作業（オイル交換のタイミングやその量）については十分な知識を有していないと

見受けられた。そのため、今後はトラクター購入時の取扱い説明やその後のトレーニングを

充実させるほか、アラビア語の取り扱い説明書が必要であると感じられた。 

 

（５） 国際援助機関 

1)  FAO イエメン事務所長 Hashim Gamal A-Shami 氏 

FAO は農業灌漑省計画局及び計画国際協力省とも協力して、「イ」国における農業を詳細
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に分析し、具体的で実効的な農業開発 5 カ年計画（2006-2010）を作成したところであり、こ

れは、内閣で承認された。この 5 ヵ年計画の中で、「イ」政府は 2 つの主要課題をあげてい

る。一つは省水資源技術の開発であり、もう一つは可能な限りの機械化である。 

水資源については、イエメンは年間一人当たりの活用可能な水量が 150 ㎥しかなく、これ

は中東での平均である 1,000～1,500 ㎥／年／人を大きく下回る。農業に関しても同様であり、

少ない資源を有効に活用する必要があり、灌漑施設や技術の開発、導入は急務である。農業

開発 5 カ年計画の中でも灌漑に関する事項が 44％を占めている。特に、短い雨季の間の雨量

をどのように有効に活用するかが課題とのことである。 

農業の機械化という点では、2KR は「イ」国の農業に非常に貢献しており、現場の農民に

直接裨益するものであるため、更なる協力を希望する。仕様についても、「イ」国の農業環

境や土壌に対して 50 馬力クラスは適当なサイズであると思われる。また、現時点でのトラク

ターの普及台数や輸入量については、統計局のみならず通関時の商品分類統計が整備されて

おらず、資料がないとのことであった。 

一方、農業開発の阻害要因の一つとして、クレジットの問題がある。農業信用銀行からの

融資金額が、エジプトでは全農地の平均として約 US$ 200/ha/年、ヨルダンでは約

US$ 50/ha/年であるのに対し、「イ」国では US$ 2/ha/年のみである。これは、農業協同組

合信用銀行の資本が足りないからであり、FAO は増資を提言している。また、「イ」国の全

人口の 27.3％に相当する人々が食糧不足状態にあるとの報告もあり、食糧安全保障も重要な

課題であると述べていた。 

FAO の活動としては、灌漑施設の改修プロジェクトのほか、省水資源技術の指導、越境病

害虫対策、鳥インフルエンザへの対策等の技術協力を中心に実施している。また、農業開発

計画の立案、農業灌漑省の構造改革、地方分権化、WTO への加入推進活動等も行っている。

FAO の常駐スタッフは 12 人のみであるが、毎年 65 名程度のコンサルタントがイタリア等ヨ

ーロッパから訪れ、セミナーや研修を通じて技術移転や新規技術の紹介を行っている。予算

規模としては US$ 4,500,000／年の規模であるとのことであった。 

 

2)  世銀サナア事務所 調達専門家 Jamal Abdulla Abdulaziz 氏 

「イ」国の農業については灌漑水の問題が最も深刻であり、地下水はどんどん深くなり、

表流水についても有効に活用されていない。世銀では農業方面で 3 つのプロジェクトを実施

しており、特に Ground Water Conservation Project においては、灌漑用水を有効に活用す

るため、開放型の用水路に代えてパイプシステムの設置により水の活用率を高めようとして

いる。このプロジェクトでは、全国の農家にパイプを供給するのではなく、パイロットプロ

ジェクトの実施により試験と実演、さらに普及を計画している。プロジェクトの実施は農業

灌漑省にプロジェクトユニットを設置し、実際の運営が行われており、灌漑システムのみな

らず、土壌の保護もかねている。プロジェクトの規模は 2004～2009 年の 5 年間で

US$ 40,000,000 となっているとのことである。 

2KR に関しては、農民に直接裨益し、農業機械により整地がなされることにより灌漑用水

の節約にもなるため、いいプロジェクトであると思うとのことであった。ただ、世銀として

は、広く多くの農家が裨益することが協力方針となっていると述べていた。 
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（６） 国内の民間農業資機材ディーラー 

1) Al-Ahwal General Trading Partnership Co. 

同社は自動車や農業資機材を取り扱う商社である。1962 年に設立され、1970 年代に農業分

野として、灌漑ポンプや噴霧器、トラクター等の輸入販売を始めた。2KR では、1999 年から

日本商社の現地アフターセールスサービスエージェントと指定されており、噴霧器や日本製

トラクター、コンバインハーベスターを調達している。 

同社の特徴としては、農業機械のアフターセールスサービスを提供できることであり、サ

ナアをはじめ 4 つの支店全てにワークショップを保有し、修理サービスや出張サービスも行

っている。スペアパーツも日本製、イタリア製、チェコ製を含め、十分に準備しているとの

ことである。 

「イ」国の農業分野の事業はここ 10 年で拡大している。特に果樹栽培の大農場との取引が

増えている。トラクターの年間需要は 8,000～10,000 台は見込めると思うとのことであった。 

2KR への要望としては、調達適格国を広げてもらいたいということであり、特にトラクタ

ーについては、チェコ製の製品は価格も安く（70 馬力を US$ 17,000－18,000 で販売）、品

質もいいとのことであった。また、スペアパーツの供給、アフターセールスサービスの提供、

技術支援等を評価の対象としてもらいたいとも述べていた。 

 

2) Alwatary Trading & Agricultural Development Co. 

同社は 1940 年に設立された商社で、農業分野と車両販売分野が中心となっている。農業分

野に関しては、トラクターをはじめ、作業機、灌漑ポンプ、井戸掘削機等を扱っており、自

動車部門ではホンダのディーラーとなっている。350 人の従業員で、サナアのほか、ダマー

ル、アデン、アビヤンに支店を有する。 

トラクターについては、ドイツ製の製品を取り扱っているが、「イ」国では高価すぎて売

れないため、現在は作業機のみを扱っている。イタリアメーカーの代理店であり、主にタイ

ンカルチベーターやディスクプラウを販売している。イタリア製はトルコ製等と比較して値

段は 1.5 倍程度であるが、品質の面で優れているとのことであった。また、サナアにワーク

ショップを有しており、修理等の対応も可能である。スペアパーツも豊富に取り揃えている

とのことである。 

「イ」国におけるトラクターの年間需要は 500～600 台ぐらいではないかとのことであった。 

「イ」国では全ての商品の輸入税が 5％から 15％に上がり、物価に影響している。農業分

野の機械の税額を下げる等の対策が農業の発展には必要であると述べていた。 

 

3) Hassan Abdu Jaied Group of Companies 

同社はグループ企業で傘下に農業機械を扱う会社（Al-ABRAJ Trading & General 

Contarcting Co.Ltd.）を有する。過去 12 年間で 1,000 台を超えるトラクターを輸入し、販

売している。取引先はポーランドのメーカーであり、同社はイギリスのトラクターメーカー

の工場として、同じスペック及び品質の製品を製造しているとのことである。トラクターの

作業機については、フロントについてはイタリア製、リアについてはトルコ製を取り扱って

いる。 

今年度は農業協同組合信用銀行に対して 230 台のトラクター及び農業灌漑省がアビヤン州
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で実施している中央高原プロジェクトに 70 台のトラクターを納める契約をした。2004 年度

の 2KR についても、入札に参加しようとしたが、調達適格国にポーランドが無かったため断

念した。今回は是非ポーランドを調達適格国に含めてもらいたいと表明していた。 

「イ」国では 70 馬力クラスのトラクターが適している。以前は 80 馬力の 2WD に人気があ

ったが、現在は 72 馬力の 4WD が価格も安く、パワーも耐久性もあり、特に高地では有効に活

用される。同社では€ 20,000/台を 50％の前払い、残りを 3 ヵ月毎の分割払いで 10％ずつ支

払うという条件で販売しているため、農家にとっては非常に購入しやすく、2-3 軒の農家が

共同購入をしたりしているとのことであった。支払い条件がよければ「イ」国では年にトラ

クターが 1,000 台でも 2,000 台でも売れると思われる。同社の現時点での販売計画は 3 年間

で 1,000 台を目指しているとのことであった。 

トラクター事業には 60 人あまりの従業員がおり、全国に 6 つの支店を有する。各支店では、

修理工作車を保有しており、購入者の購入時期、購入機械、修理歴等のデータにより、定期

的に農家を訪問しアフターサービスを実施している。購入後 1 年は無料保障期間であり、そ

の後はスペアパーツについては実費、修理サービスも最低限の費用で行っているとのことで

あった。 

 

4) Al-Nour Consulting Bureau 

同社はいくつかの日本の無償資金協力プロジェクトの現地代理店となっており、同社の社長

は 1980 年から 1999 年まで日本商社のイエメン代理店の副社長であったため、日本の無償資金

協力制度には精通していると強調している。2004 年度の 2KR については、Yemen National 

Center For Trade & Agricultural Service Development という会社名で、契約業者の現地代理

店として参加した。さらに同社は、日本のトラクターメーカーのアフターセールスサービスエ

ージェントでもあり、2004 年度の 2KR においては、ホデイダにおいて荷卸されたトラクターの

組み立てを行った。また全国各地に契約ワークショップを有しており、そこで農民が運んでき

たトラクターの修理も行う。ただし、ハドラモウト等面積の広い州には独自のワークショップ

を建設する計画があるとのことであった。 

日本のトラクターメーカーとは 1980 年以来取引があり、過去の 2KR においてトラクターのス

ペアパーツ等の供給で問題になったことはない。過去には 10～20％といった割合のスペアパー

ツが本体と同時に調達されており、今でもそのスペアパーツのいくつかは農業サービス公社で

販売されている。それ以上に必要になった場合には、同メーカーの「イ」国内代理店である

ESHACK という会社や当社を通じて購入することができるとのことであった。 

同社は本調査時点では 2004 年度の 2KR で調達したトラクター用のスペアパーツを購入して

おらず、特に消耗品については、早期に調達すべく、契約業者を通じて見積もりを入手してい

るところであるとのことであった。また、スペアパーツの倉庫、販売店及びワークショップに

ついては現在建設に向け関係省庁の許可を得ているところであり、許可取得次第建設するとの

ことである。127 台分のスペアパーツはそう難しい問題ではないと主張していた。 

各地の農家については、農業灌漑省の地方事務所や農業サービス公社を通じて、スペアパー

ツの購入先やワークショップの情報を流すことができ、スペアパーツさえあれば維持管理に問

題を感じないとも述べていた。 
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